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  「川崎市ＤＶ防止・被害者支援基本計画（案）」に対する 

パブリックコメント手続きの実施結果について  

 

１ 概要 

  本市では、平成２２（２０１０）年３月に「川崎市ＤＶ被害者支援基本計画」を策定し、ＤＶ対

策を推進してきました。今回、これまでの取組状況や課題、社会状況の変化、ＤＶ防止法の改正等

を踏まえ、計画の改定案として「川崎市ＤＶ防止・被害者支援基本計画（案）」をとりまとめ、御

意見を募集しました。 
その結果、１２通（意見総数４６件）の御意見をいただき、その内容とそれに対する本市の考え

方を次のとおり公表します。 

 

２ 意見募集の概要 

題名 川崎市ＤＶ防止・被害者支援基本計画（案）について 

意見の募集 平成２６（２０１４）年１１月２５日（火）から 
平成２６（２０１４）年１２月２５日（木）まで 

意見の提出方法 電子メール、郵送、ファクシミリ、持参 

募集の周知方法 ・市政だより 
・市ホームページ 
・各区役所市政資料コーナー 
・支所 
・かわさき情報プラザ（市役所第３庁舎２階） 
・市民・こども局人権男女共同参画室 
・川崎市男女共同参画センター 

 

３ 結果の概要 

意見提出数（意見数） １２通（４６件） 

（内訳） 電子メール ６通（１６件） 

郵送 ０通（ ０件） 

ファクシミリ ４通（１２件） 

持参 ２通（１８件） 

 

 

 

資料１ 
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４ 意見の内容と対応 

パブリックコメントでいただいた意見については、計画（案）の趣旨に沿った意見、今後の施策・

事業の推進にあたり参考としていく意見のほか、意見内容を反映したほうが計画（案）の内容がわ

かりやすくなる意見があったことから、「川崎市ＤＶ防止・被害者支援基本計画」は、一部に御意

見を反映して策定します。 
 

【御意見に対する対応区分】 

Ａ：御意見を踏まえ、計画に反映させたもの 

 Ｂ：御意見の趣旨が計画（案）に沿った意見であり、御意見の趣旨を踏まえ取組を推進するも      

   の 

 Ｃ：今後の施策を推進する中で、参考とするもの 

 Ｄ：計画（案）に関する質問・要望の御意見であり、計画（案）の内容を説明するもの 

 Ｅ：その他 

 

【御意見の件数と対応区分】 

項目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計 

（１）計画全般、Ⅰ基本的な考え方、Ⅱ現状に

関すること 
 ５   ５

（２）基本目標Ⅰ「ＤＶ被害者の安全確保と支

援体制の充実」に関すること 
２ １０ ２ ３ １７

（３）基本目標Ⅱ「ＤＶ被害者の自立支援の促

進」に関すること 
１ １  ３  ５

（４）基本目標Ⅲ「ＤＶに関する関係機関・民

間団体との連携・協力」に関すること 
２ ２   ４

（５）基本目標Ⅳ「ＤＶを許さない社会づくり

の推進」に関すること 
 ３ ４ ６ １３

（６）Ⅴ計画の推進と数値目標、参考資料に関

すること 
１ １   ２

合計 ６ ２２ ６ １２ ０ ４６

 
具体的な御意見の内容と市の考え方については、次ページ以降を御参照ください。 
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５ 具体的な御意見の内容と市の考え方 

（１）計画全般、Ⅰ基本的な考え方、Ⅱ現状に関すること 

№ 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分

１ 

実状を踏まえ、この計画が確実に進め

られることを熱望する。 
本市におけるＤＶに関する相談件数が

増加傾向にあることや、複数の問題が重

なる事案など被害が多様化・複雑化して

いる状況等を踏まえ、本計画に基づき、

被害者の自立に向けて切れ目のない支援

を行っていくために、支援体制を強化し

被害者支援を充実させていきます。また、

ＤＶを未然に防ぐための取組も充実させ

ＤＶを許さない社会の実現をめざしてま

いります。 

Ｂ 

２ 

ＤＶ相談は全国的にも、川崎において

も増加傾向にあり、ＤＶ防止法に則り今

後ますますの被害者支援および防止に

向けた取組がもとめられている。 

本計画に基づき、ＤＶにかかる施策を

総合的、体系的に進めてまいります。 

Ｂ 

３ 

この計画は、川崎市におけるＤＶ対策

の取組や支援の方向性を定めるもので

あり、より一層総合的・体系的に推進さ

れるよう期待する。 

４ 

被害者を救うことに予算をかけてほ

しい。 
本計画に基づき、ＤＶ対策の推進に向

け施策・事業の企画・立案機能等を強化

し、被害者支援に取り組んでまいります。

Ｂ 

５ 

ＤＶ相談のみならず関連する諸手続

きも含めて、制度を柔軟に運用している

対応に合わせて全市的に統一した対応

を目指してほしい。 

関連する手続き等も含めて、関係機関

と円滑に連携し本市として適切かつ統一

した対応となるよう、関係機関等との連

絡・調整を行うとともに、研修を企画・

実施してまいります。 

Ｂ 

 

（２）基本目標Ⅰ「ＤＶ被害者の安全確保と支援体制の充実」に関すること 

№ 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分

６ 

ＤＶ相談支援センター機能の、新たに

整備する総合相談窓口機能やこども本

部機能強化について現場（支援者）の意

見をきちんと取り入れそのあり方を検

討してほしい。 

ＤＶ相談支援センター機能の整備に向

けては、相談・支援業務に携わっている

方の御意見を踏まえて検討を進めてまい

ります。 

Ｃ 

７ 

計画（案）１６頁の施策７(３)、２２

頁の施策１８(３)について、「～支援方

針を検討します」という表現があるが、

実際に支援方針は検討後、決定し、支援

実施しているので、「支援をします」と

か「支援に取り組みます」というような

表現の方がふさわしいのではないか。 

御意見を踏まえ、「支援方針を検討しま

す」を、「支援方針を決定し支援に取り組

みます」に修正しました。 

 

Ａ 
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８ 

計画（案）１６頁の７(４)について、

「～一時保護の支援方針について、児童

相談所と協議・調整します」がどういう

ことかわからない。 

子どものいる被害者の一時保護に際し

ては、子どもへの対応について、「被害者

とその子どもの心身の状況等に応じて、

児童相談所と協議・調整してまいりま

す。」という趣旨で記載しております。 

Ｄ 

９ 

計画（案）１９頁のケースワークの脚

注について、「できない」といった言葉

を用いない等の工夫ができないか。 

本文でのケースワークという言葉の使

用は、実務研修の説明をするために使用

しており、御意見の趣旨を踏まえ、実務

研修の内容を分かりやすくするため「被

害者のさまざまな状況に応じた支援の実

務研修」という文章に改め、脚注は削除

しました。 

Ａ 

１０ 

よりよい被害者支援につながるので、

相談員等の支援者に対する支援（メンタ

ルヘルスケア）を施策に盛り込んでほし

い。 

施策３「相談支援の機能の強化」にあ

りますように、多職種の専門職と協働に

よる相談支援の実施、また、施策１２「職

務関係者に対する研修等の充実」にあり

ますように、ＤＶ相談支援センターによ

る情報提供や助言、関係者間における会

議等による情報共有・交換などにより相

談員等を支援していくとともに、ＤＶ相

談支援センターにおいて、さまざまな研

修を企画・実施してまいりますが、メン

タルヘルスケアに係る内容を盛り込んだ

相談員等への研修も、そのうちの一つと

して企画・実施してまいります。 

Ｂ 

１１ 

税は税務署、こどものことは児童相談

所、といったように、「ＤＶについては

ここ」と誰もがわかるようにしっかりと

した窓口、受け皿を早く明示すべき。 

ＤＶ被害にかかる総合相談窓口の整備

につきましては、本計画の施策１「ＤＶ

相談支援センター機能の整備」に位置づ

けており、具体的な機能や体制について

検討を進め、平成２８（２０１６）年度

以降早期に整備し、周知してまいります。

Ｂ 

１２ 

相談窓口を知らない人が多いと思う

ので、ＤＶ総合相談窓口を設置し、それ

を広報することが急務である。 

１３ 

ＤＶ相談支援センター機能を早く整

備し、ＤＶについて相談できる窓口（Ｄ

Ｖ総合相談窓口）の周知を実施していく

べき。 

１４ 

相談している人の話し声が周りに聞

こえないよう相談場所の環境に配慮が

必要。 

被害者がいつでも安心して相談できる

環境の整備が重要と考えており、施策５

「相談窓口における秘密の保持と安全の

確保」として計画に位置づけ、取り組ん

でまいります。 

Ｂ 
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１５ 

相談窓口の周知に向けて、広報等の工

夫・充実が必要。 

相談窓口の情報を掲載したカード等を

作成・配布しているところですが、今後

におきましても、被害者が相談しやすく

するために、相談窓口を広く周知してい

く必要があると考えております。本計画

においては、施策４「相談窓口の周知」

に位置づけ、取組を進めてまいります。

Ｂ 

１６ 

相談については各区で受け付けてい

るようですが、計画に基づき被害者支援

を進めていくには、それらを取りまとめ

る司令塔となるところが必要。 

施策１「ＤＶ相談支援センター機能の

整備」にありますように、ＤＶ相談支援

センター（こども本部）において、関係

機関・部署との連絡・調整機能及び企画・

立案機能を担い、ＤＶ対策を推進してま

いります。 

Ｂ 

１７ 

災害時のＤＶ被害者への支援体制・相

談機能の確保、相談体制づくりについて

も検討してほしい。 

災害時には、被災者の置かれた環境に

よって、よりきめ細かな相談支援が必要

と考えておりますので、災害時における

相談・支援体制について担当部署間で協

議・検討してまいります。 

Ｃ 

１８ 

相談の質やノウハウを蓄積し、安全で

安心した相談体制を整える上では、相談

員の雇用形態の見直しも検討してほし

い。 

各区の保健福祉センター等において、

ＤＶ被害を含めた女性に関する相談、自

立に向けた支援等を行っており、引き続

き、複数の専門職が協力しながら、被害

者へのきめ細やかな相談・支援に取り組

むことで相談体制の強化に努めてまいり

ます。 

Ｄ 

１９ 

外国人が相談しやすくするために、通

訳等の準備や、どんなことを相談できる

かが分かりやすく伝える情報提供の方

法について検討してほしい。 

施策１０「外国人への支援」にありま

すように、外国人被害者の支援団体等と

連携した相談担当者や通訳者への研修を

実施するなど、外国人の被害者に対し、

文化や制度の違い等に配慮した対応に努

めてまいります。 

Ｂ 

２０ 

被害者支援を実際に行う、相談、支援

業務に携わる人員を確保し、その人たち

の教育を前倒しで行ってほしい。 

 施策目標６「被害者支援を担う関係者

の人材育成」にありますように、支援の

質の確保と向上に向け、職務関係者に対

するさまざまな研修等を実施してまいり

ます。 

Ｂ 

２１ 

被害者への支援を充実させていくた

めには、相談員の人材育成が重要。しっ

かりと行っていただきたい。 

２２ 

計画（案）１５頁の施策３(３)本文の

「また、」以下の文章について、意味が

わかりづらく、追い詰められている相談

者が「自分で考え判断して」と言われて

しまうのではという不安を感じてしま

うのではないか。 

問題解決に当たっては、相談者自らが

選択、決定していくことが大切となるこ

とから、男女共同参画センターの相談事

業において相談者の意思を尊重し必要な

情報提供や適切な助言等を行っておりま

すので、このような記載としております。

Ｄ 
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（３）基本目標Ⅱ「ＤＶ被害者の自立支援の促進」に関すること 

№ 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分

２３ 

ＤＶの現場を見た子どもたちやＤＶ

の被害にあった子どもたちの心のケア

の対応も必要ではないか。 

ＤＶが行われている家庭の子どもたち

は、さまざまな心の傷を抱えており、子

どもたちの心のケアを充実させていくこ

とが必要です。本計画においては、施策

目標８「子どもの健やかな成長への支援」

に施策を位置づけ、取り組んでまいりま

す。 

Ｂ 

２４ 

計画（案）２０頁の施策目標７【現状

と課題】二段落目「被害者の自立支援に

あたっては、生活保護制度や母子家庭に

対する支援制度などの各種制度を活用

しながら」とあるが、母子家庭に対する

支援制度ではなく、ひとり親家庭に対す

るではないか。 

御指摘いただきましたとおり、「母子家

庭に対する支援制度」を「ひとり親家庭

に対する支援制度」に修正しました。 

Ａ 

２５ 

施策目標７【現状と課題】三段落目

および１３(４)で既存の母子生活支援

施設の活用について触れられているが、

市内の施設を指しているのか。 

市内・市外の別に関わらず、個々の被

害者と子どもの状況に応じて、既存の母

子生活支援施設を活用して、自立を支援

していきます。 

Ｄ 

２６ 

計画（案）２１頁の施策１４(２)(３)

はＤＶ被害者の中でもかなり限定的な

要件に該当しないと利用できないが、計

画の中に入れるならば、その旨がわかる

ように記述を変更した方がよいのでは

ないか。 

本計画はＤＶ被害者支援のあり方や方

向性を定めるものでありますので、各制

度利用時における個別の要件については

記載しておりません。 

Ｄ 

２７ 

計画（案）２１頁の１４住居の確保に

向けた支援の制度そのものの要件を見

直し利用しやすい制度にして欲しい。 

被害者が安心して生活できる住宅の確

保について、被害者の個々の状況に応じ

て適切に支援を行ってまいります。また、

被害者支援を通じて把握したニーズ等を

基に必要に応じて、ＤＶ被害者支援対策

を総合的に推進するＤＶ相談支援センタ

ーと各制度所管が協議・調整のうえ、制

度・事業の見直し・改善に努めてまいり

ます。 

Ｄ 
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（４）基本目標Ⅲ「ＤＶに関する関係機関・民間団体との連携・協力」に関すること 

№ 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分

２８ 

ＤＶ被害者への対応をおこなってい

る民間人との協力も重要である。 

ＤＶ防止と被害者支援の施策を推進し

ていくためには、国、県及び市の関係機

関や民間団体等との連携・協力が重要で

あり、本計画においては、基本目標Ⅲ「Ｄ

Ｖに関する関係機関・民間団体との連

携・協力」に施策を位置づけ、取り組ん

でまいります。 

Ｂ 

２９ 

計画（案）２５頁の施策目標１０【現

状と課題】一段落目一行目の、「この」

が何を指しているのかわからない。 

御意見の趣旨を踏まえ、何を示してい

るか明確になるよう「この」を「ＤＶ」

に修正しました。 

Ａ 

３０ 

計画（案）２５頁の施策目標１０【現

状と課題】二段落一行目の「今後も、民

間団体の持つ～生かしながら、」の表現

について上から目線と誤解されないよ

う表現の修正が必要ではないか。 

本市としましてＤＶ防止や被害者支援

を充実していくためには、民間団体の持

つ専門性や柔軟な対応力が必要であると

いう趣旨で、このように記載しておりま

すが、誤解のないよう、「民間団体の持つ

専門性や柔軟な対応力などを生かしなが

ら、ＤＶ防止や被害者支援を充実してい

くため、民間団体の取組を支援するとと

もに、定期的に意見交換を行い、施策や

事業に反映していくことが重要です」を

「民間団体の持つ専門性や柔軟な対応力

などを生かしＤＶ防止や被害者支援を充

実していくことが求められており、民間

団体の取組を支援するとともに、定期的

に意見交換を行い、施策や事業に反映し

ていくことが重要です」に改めました。

Ａ 

３１ 

今回の計画において、配偶者暴力相談

支援センターについて明記されている

が、被害者支援においては、相談から自

立支援までそれぞれの行政内外の組織

が連携して行う必要があるので、連携に

向けた実効性のある体系づくりを望む。

被害者支援には、関係機関・民間団体

との連携・協力が重要であり、施策１に

ありますようにＤＶ相談支援センター機

能を整備し、ＤＶ相談支援センターが中

心となって、ＤＶ対策に係る関係機関の

連携体制の検討・調整を行い、緊密な連

携を図りながら、施策の効果的な推進に

向け取組を進めてまいります。 

Ｂ 
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（５）基本目標Ⅳ「ＤＶを許さない社会づくりの推進」に関すること 

№ 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分

３２ 

「暴力は誤り」「男性に従うのは女性

ということは違う」といった考え方があ

たり前の社会となることが必要であり、

国や自治体が旗振りをしなければ進ま

ない。 

ＤＶを許さない社会づくりには、さま

ざまな機会をとらえて幅広い普及啓発を

行うことや、家庭や地域社会、学校教育

などの場において命の大切さや、人を思

いやる心を育むことが重要であると考え

ております。本計画においては基本目標

Ⅳ「ＤＶを許さない社会づくりの推進」

に施策として位置づけ、ＤＶ関連講座の

開催などの啓発を進めるとともに、学校

教育の各段階において暴力を許さない教

育、男女平等観に基づいた一人ひとりを

大切にする教育に取り組んでまいりま

す。 

Ｂ 

３３ 

男女平等教育がこれまで以上に必要。

３４ 

１０代のうちにデートＤＶを未然に

防ぐ予防教育を学校ベースで普及させ

ていくことは、ＤＶや虐待を防いでいく

ことにもつながるので、市内すべての子

どもが中学を卒業するまでに 1回は、デ

ートＤＶ予防プログラムを受講できる

体制を目指すことを提案する。 

ＤＶを許さない社会づくりに向けて、

学校教育の各段階において暴力を許さな

い教育や、男女平等観に基づいた一人ひ

とりを大切にする教育等の人権に関する

教育の一層の推進を図るとともに、研修

等を通じ、教職員へのＤＶやデートＤＶ

についての正しい理解促進や意識啓発に

努めてまいります。また、若い世代に対

するデートＤＶ防止に向けた予防啓発

は、将来における暴力の防止にもつなが

る重要な取組と考えており、本計画にお

いては施策２８「デートＤＶ防止対策の

実施」に位置づけ、取組を進めてまいり

ますが、中学生へのデートＤＶ防止に向

けた予防啓発等その具体的な実施につき

ましては、効果的な実施という視点を踏

まえ、検討してまいります。 

 

 

Ｄ 

３５ 

ＤＶを予防し、なくすためには啓発、

特に若年層への教育は重要ですので、デ

ートＤＶ防止対策を、市内の全学校で定

期的・網羅的な形で啓発が行われるよう

取り組んでほしい。 

３６ 
市内の高校で広くデートＤＶ防止に

むけた取組を行うことが必要。 

デートＤＶ防止対策は重要であると考

えており、本計画においては施策２８「デ

ートＤＶ防止対策の実施」に位置づけ、

若年層に向けた予防啓発に取り組んでま

いります。また、御意見の趣旨を踏まえ、

より多くの方がデートＤＶに関する正し

い知識が得られるよう、効果的なデート

ＤＶに関する予防啓発を検討してまいり

ます。 

Ｃ 

３７ 
デートＤＶの予防啓発の高校などへ

の定期実施などぜひ進めてほしい。 

３８ 

現在、市内の大学で年間２校程度実施

しているが、市の作成したデートＤＶ啓

発リーフレットも活用し、さらに多くの

大学でデートＤＶ防止講座を実施すべ

き。 

３９ 

女性の総合相談のみならず、男性のよ

ろず相談も必要。 

男性のさまざまな問題について相談を

受け付ける男性総合相談は、施策目標１

２「ＤＶ防止に向けた調査研究と男性相

談」に位置づけ、取組を進めてまいりま

す。 

Ｂ 
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№ 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分

４０ 

男性の総合相談ではなく、男性のＤＶ

被害者やＤＶに悩む男性の相談に焦点

を当てるべきではないか。 

男性総合相談として、男性のさまざま

な問題についての相談を受け付け、適切

な助言や情報提供等により、問題整理に

向けた支援や意識啓発を行っていくこと

で、ＤＶの予防にもつながっていくもの

と考え、施策目標１２「ＤＶ防止に向け

た調査研究と男性相談」に位置づけてお

ります。 

Ｄ 

４１ 

男性のＤＶ被害者や加害者からの相

談についても県をはじめとする他機関

との連携をし、そのあり方を検討するこ

とが必要ではないか。 

男性被害者や加害者からの相談への対

応につきましても、関係機関との連携が

必要であると考えており、被害者からの

相談につきましては関係機関と連携を図

っていくとともにそのあり方を検討して

まいります。また、加害者対策につきま

しては、本計画においては施策目標１２

「ＤＶ防止に向けた調査研究と男性相

談」に位置づけ、国の調査研究や他自治

体の取組などを情報収集しながら、本市

におけるそのあり方を検討してまいりま

す。 

Ｃ 

４２ 

加害者の意識改革が必要。 加害者の更正のための指導としてどの

ようなものが有効であるかについては、

未解明な部分が多く、国においても引き

続き調査研究に努めるとしています。本

市においては、国などの調査研究につい

ての情報収集等を行うとともに、新たな

被害者を生み出さないようＤＶの防止に

向けた取組を進めてまいります。 

Ｄ 

４３ 

男性相談者同士が集まれる場を作り、

情報提供していくことも必要。 
男性総合相談は、電話相談を実施する

ことにより、まず男性が相談できる場を

設けることが重要と考えております。男

性総合相談は、さまざまな問題について

相談を受け付けることから、相談内容や

相談者の状況は多様であり、対応につい

ても一人ひとり異なることが想定されま

すので、男性相談者同士が集まる場の設

定は難しいと考えますが、電話相談の実

施を通じ、相談状況やニーズ等を把握・

分析し、男性を対象とした講座の開催等

に生かしてまいります。 

Ｄ 

４４ 

男性相談として面接相談も実施して

ほしい。 
男性のさまざまな問題について相談を

受け付ける男性総合相談は、電話相談を

実施することにより、まず男性が相談で

きる場を設けることが重要と考えてお

り、電話相談の実施を通じて、相談状況

やニーズ及び課題の把握・分析に努めて

まいります。 

Ｄ 
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（６）Ⅴ計画の推進と数値目標、参考資料に関すること 

№ 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分

４５ 

施策実現を妨げる課題や施策の進捗

状況の把握や検討を計画的・継続的に行

い、紙面上だけの計画に終わらせないよ

うにしてほしい。 

本計画の「Ⅴ計画の推進と数値目標」

にありますとおり、着実に本計画を推進

していくよう、計画の進行管理を行って

まいります。 

Ｂ 

４６ 

参考資料の警察と県配偶者暴力相談

支援センターの連携や被害者からの相

談の矢印を誤解のないよう修正してほ

しい。 

御意見を踏まえ、誤解のないよう修正

しました。 

 

修正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正後 

 

 

 

 

 

Ａ 

 
 
 

被害者等

神奈川県配偶

者暴力相談支

援センター

被害者等

神奈川県配偶

者暴力相談支

援センター

警察

警察

相談・通報

相談・通報

相談・通報



川崎市ＤＶ防止・被害者支援基本計画 修正箇所対照表 

意見

番号 

修正 

箇所 
修正後 修正前 

№7 P.16 

P.22 

一時保護施設に入居している被害
者の心情と安全に配慮し、被害者の
個々の状況を踏まえてニーズを把握
し、一時保護施設、神奈川県等と連
携して、被害者の立場に立った支援
方針を決定し支援に取り組みます。

一時保護施設に入居している被害
者の心情と安全に配慮し、被害者の
個々の状況を踏まえてニーズを把握
し、一時保護施設、神奈川県等と連
携し、被害者の立場に立った支援方
針を検討します。 

№9 P.19 被害者の支援にかかわる各機関に
おいて、被害者のさまざまな状況に
応じた支援の実務研修や事例検討会
議を実施するとともに、 

被害者の支援にかかわる各機関に
おいて、ケースワークを中心とした
実務研修や事例検討会議を実施する
とともに、 

№24 P.20 被害者の自立支援にあたっては、
生活保護制度やひとり親家庭に対す
る支援制度などの各種制度を活用し
ながら、 

被害者の自立支援にあたっては、
生活保護制度や母子家庭に対する支
援制度などの各種制度を活用しなが
ら、 

№29 P.25 被害者の相談、一時保護、自立支
援については、ＤＶ問題に取り組む
民間団体が大きな役割を担ってお
り、 

被害者の相談、一時保護、自立支
援については、この問題に取り組む
民間団体が大きな役割を担ってお
り、 

№30 P.25 

 

今後も、民間団体が持つ専門性や
柔軟な対応力などを生かしＤＶ防止
や被害者支援を充実していくことが
求められており、民間団体の取組を
支援するとともに、定期的に意見交
換を行い、施策や事業に反映してい
くことが重要です。 

今後も、民間団体が持つ専門性や
柔軟な対応力などを生かしながら、
ＤＶ防止や被害者支援を充実してい
くため、民間団体の取組を支援する
とともに、定期的に意見交換を行い、
施策や事業に反映していくことが重
要です。 

№46 参考
資料 

  

  

被害者等

神奈川県配偶

者暴力相談支

援センター 

警察 

相談・通報 

被害者等

神奈川県配偶

者暴力相談支

援センター 

警察

相談・通報

相談・通報



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ 施策の展開

ＤＶ被害者の安全確保と 

支援体制の充実 

基本目標Ⅰ 基本目標Ⅱ 基本目標Ⅲ 

ＤＶ被害者の自立支援の 

促進 

ＤＶに関する関係機関・民間

団体との連携・協力 

基本目標Ⅳ

ＤＶを許さない社会づくりの

推進 

①多様化、複雑化する事案に対し、組織的な判断・対応の強化  

 支援には関係機関や他自治体との連携が不可欠であり、連携強化に向け 

た本市としての関係機関との連絡・調整や、安全な情報共有の仕組み等 

の構築 

③市としての統一した対応や支援の質の向上に向けた研修の企画・実施と 

多様化、複雑化する事案に対し適切に対応するための高い専門性の確保 

④早期に発見し適切な切れ目のない支援に迅速につなげるための相談窓 

  口の明確化及び周知 

⑤ＤＶに対する正しい理解の

促進 

⑥若年者に対する取組の充実

⑦ＤＶを生み出す背景や原

因、DV に関する実態の調

査分析 

主に課題 ～④に対応 
本市における配偶者暴力相談支援センター（DV 相談支援センター）機能の 
整備 

主に課題⑤～⑦に対応 
被害者支援とともに、被害を未然 
に防ぐための取組のさらなる充実 

川 崎 市 ＤＶ 防 止 ・ 被 害 者 支 援 基 本 計 画 の 概 要  

Ⅲ 計画の体系 

● 計画改定の趣旨 

現行計画「川崎市ＤＶ被害者支援基本計画」の計画期間【Ｈ22(2010)～26(2014) 

年度】における取組状況や課題、社会状況の変化、「配偶者からの暴力の防止及 

び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）」の改正等を踏まえ改定を行います。 

   支援体制を強化し被害者支援を充実させていくこと及びＤＶを未然に防ぐための 

取組を充実させていくことから、計画の名称を「川崎市ＤＶ防止・被害者支援基本 

計画」に改めます。 

 ※「ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）」：本計画では「配偶者や交際相手等の親密な関係にある又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使用 

 ※「配偶者暴力相談支援センター」：DV 防止法第３条第３項に規定する業務（相談や相談機関の紹介、被害者と同伴児の安全確保、自立に向けた 

援助等）を行う 

● 計画推進の視点 

   次の４つの視点のもとに計画の推進に取り組みます。 

 （１）ＤＶは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。 

 （２）子どもの目の前で行われるＤＶは、児童虐待であり、ＤＶが行われている家庭の子どもも被害者です。 

 （３）被害者が安全に安心して地域で暮らしていけるよう、相談から自立まで、被害者の立場に立った切れ目のない支援

をします。 

 （４）関係機関及び民間団体との連携・協力体制の一層の強化を図ります。 

 

● 計画の位置付け 

・ＤＶ防止法第２条の３第３項の規定に基づく市町村基本計画 

・国の基本方針を指針とし、かつ「かながわＤＶ防止・被害者支 

援プラン」との整合性を図った計画 

  ・川崎市男女平等推進行動計画の目標Ⅰにおける基本施策２ 

の施策１「ドメスティック・バイオレンスの防止と被害者支援の 

推進」に位置付けられており、また、本市各種計画との整合 

性を有する計画 

 ・本市におけるＤＶ防止の取組及びＤＶ被害者支援のあり方 

や方向性を定め、施策を総合的、体系的に推進するための計画 

 

● 計画期間 

平成２７（２０１５）年度から平成３１（２０１９）年度までの５年間 

●川崎市の状況 

 【DV 相談件数】                 

 

●別紙「計画の体系」参照 

ＤＶ防止法の改正 
＝平成 19(2007)年度＝ 
基本計画策定や配偶者暴力相談支援
センターとしての機能を果たすことが市
町村の努力義務に 
＝平成 25(2013)年度＝ 
生活の本拠を共にする交際相手からの
暴力及びその被害者も適用対象に 

【ＤＶ防止法に基づく一時保護件数】 

Ｈ25 年度ＤＶ防止法に基づく一時保

護件数 53 件のうち、子どもを同伴し

ていたのは 35 件と 6 割以上になる。 

 

【保健福祉センター等にお 

ける交際相手からの暴力相

談件数】 

 

 

 ●交際相手からの暴力相談件
数の増加 

●ＤＶであると気づかないまま

暴力を受けている被害者等 

ＤＶ相談支援センターを

中心として、被害者が安心

して身近な窓口に相談し、

緊急の場合には、被害者

やその同伴家族の身の安

全が確保され、必要な支

援を受けることができる体

制を充実させていきます。 

また、被害者を発見しや

す い 立 場 に あ る 関 係 機

関、団体等の協力のもと

に、早期発見にも取り組み

ます。 

 

被害者の置かれている

状況は、一人ひとり異なっ

ており、生活支援、就業支

援、住宅の確保に向けた

支援、同伴児への支援な

ど、自立に向けた支援も異

なります。 

本市ではそれぞれの施

策を所管する機関が、被

害者の置かれた立場を理

解し、相互に連携して自立

支援に努めます。 

 

 ＤＶ防止と被害者支援の

施策を推進していくため、

国、県及び市の関係機関

や民間団体等との連携を

進めます。特に、神奈川県

では、被害者の支援やＤＶ

防止に取り組む民間団体

の活動が活発であること

から、こうした民間団体と

連携・協力を図ります。 

 また、関係機関や民間団

体と定期的に意見交換を

行い、施策や事業に反映

します。 

 ＤＶをなくし、暴力防止へ

の理解を広く市民に促す

ためには、さまざまな機会

をとらえて幅広い普及啓発

を行う必要があります。 

 また、家庭や地域、学校

等において、命の大切さや

人を思いやる心を養う教

育を行い、お互いを尊重

し、ＤＶを許さない社会づく

りを進めていくことが重要

です。 

 

現 

状 

課 

題 

Ⅴ 計画の推進と数値目標 

１ 推進体制 

  関係機関や民間団体等と連携・協力して、計画に基づ

く取組を進めていきます。 

２ 計画の進行管理 

  計画の点検・評価は「川崎市男女平等推進行動計画」 

と連動し、男女平等推進施策の実施状況とともに公表 

します。 

Ⅱ 現状 

３ 数値目標 

計画を着実に推進していくため、数値目標を設定します。 

（１）夫婦間における「平手で打つ」「殴るふりをしておどす」を

暴力として認識する人の割合 

（２）DV被害にあった際どこ(誰)にも相談しなかった人の割合

→平成 30(2018)年度までに（１）100％に近づける、（２）半減

させることを目指します。 

ＤＶ防止法 

国の基本方針 

かながわＤＶ

防止・被害者支

援プラン 

本計画 

男女平等推

進行動計画 

本市各種計画 

男女平等か

わさき条例 

Ⅰ 基本的な考え方 

●ＤＶに関する相談件数は増加傾向にある 

●さまざまな事情から転居が困難なケース、経済的困窮や児童虐待など複

数の問題を抱えるケースなど被害者の置かれている状況は多様 
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  ４つの基本目標、１２の施策目標、３０の施策で構成 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計画の体系 

 

計画期間における DV 対策の総合的な推進

基本目標 施策目標 施策 

 
１ 被害者支援体制の強化 １  DV 相談支援センター機能の整備 

２ 早期発見のための取組の強化 
２  医療機関、警察、民生委員児童委員、教育機関等に 

おける被害の早期発見の促進 

３ 相談体制の充実 

３  相談支援の機能の強化 

４  相談窓口の周知 

５  相談窓口における秘密の保持と安全の確保 

４ 一時保護支援と被害者の安全確保 

６  一時保護支援の充実 

７  一時保護施設等との連携 

８  安全の確保の徹底 

５ 外国人、障害者、高齢者への支援 

９  多様な状況に応じた支援 

１０ 外国人への支援 

１１ 障害者や高齢者への支援 

６ 被害者支援を担う関係者の人材育成 １２ 職務関係者に対する研修等の充実 

 

７ 被害者の自立支援 

１３ 自立支援の機能の強化 

１４ 住居の確保に向けた支援 

１５ 就労の支援 

１６ 経済的な支援 

１７ 各種制度の活用への支援 

１８ 自立のための心のケア 

１９ 地域における支援 

８ 子どもの健やかな成長への支援 
２０ 子どもの心のケア 

２１ 就学支援と安全の確保 

 
９ 関係機関・民間団体相互の連携 ２２ 関係機関の支援ネットワークの充実 

１０ 民間団体との連携・協力の促進 

２３ 県内一時保護施設との連携強化 

２４ 市内一時保護施設への支援 

２５ 民間団体の活動への支援 

 

１１ DV に関する理解を深めるための 

普及啓発や教育 

２６ 市における普及啓発の推進 

２７ 暴力を許さない教育の推進 

２８ デート DV 防止対策の実施 

１２ DV 防止に向けた調査研究と男性 

相談 

２９ DV に関する調査研究 

３０ 男性総合相談の実施 
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本計画における用語の使用について 

 

「ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）」という言葉は、直訳すると「家

庭内暴力」となりますが、本計画では「配偶者や交際相手等の親密な関係にあ

る、又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使用しています。 

  また、「配偶者や交際相手等の親密な関係にある、又はあった者」を「配偶 

者等」と記載しています。 

 

 



はじめに 

 

 配偶者等からの暴力（ＤＶ）は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、決

して許されるものではありません。 

 ＤＶは、外部から発見が困難な場において行われることが多いことから潜在化し、被

害が深刻化しやすくなるとともに、子どもにも深い心の傷を負わせるなどさまざまな影

響を及ぼすものであり、社会全体で取り組まなければならない大きな問題です。 

 川崎市では、平成 22（2010）年 3 月に、「川崎市ＤＶ被害者支援基本計画」を策定し、

被害者やそのお子さんの安全と安心に配慮した市のＤＶ対策を進めてまいりました。 

 このたび、これまでの取組や被害の多様化・複雑化といったさまざまな課題及び「配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の改正を踏まえ、被害者支援

の充実及び、被害を未然に防ぐための取組の充実も図っていくこととし、計画名称を改

め「川崎市ＤＶ防止・被害者支援基本計画」として策定いたしました。 

 今後は、この計画に基づき、被害者支援体制を強化し、関係機関やＤＶの防止や被害

者支援に取り組む民間団体との一層の連携・協力のもと、相談から自立まで切れ目のな

い支援を行っていくとともに、若い世代に対する予防啓発にも積極的に取り組むなど、

誰もがＤＶに怯えることなく、安全に安心して暮らしていけるよう施策を推進してまい

りますので、市民の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。 

 この計画の策定に当たり、川崎市男女平等推進審議会の委員の皆様をはじめ、市民の

皆様や関係団体の方々から貴重な御意見をいただきましたことに、心から感謝申し上げ

ます。 

 

 

平成 27（2015）年 3 月 

 

 

 

                        川崎市長  福 田 紀 彦 
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Ⅰ 基本的な考え方 

 

１ 計画改定の趣旨   

配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス。以下「ＤＶ」といいます。）は、

決して許されるものではなく、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。ＤＶは、外

部から発見が困難な場において行われることが多いことから潜在化しやすく、周囲も気付

かないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやすいという特性があります。 

ＤＶは、被害者やその子どもの心身に深い傷を残し、社会全体に深刻な影響を与えます。

そのため、単なる個人的な問題ではなく、社会がその解消に取り組まなければならない重

要課題の一つとして、防止に向けた取組とともに、状況に応じた相談、保護、生活・就業

等の支援や情報提供などきめ細かい被害者への支援を、関係機関が連携して行っていくこ

とが重要となります。 

国においては、ＤＶの防止と被害者の保護を図ることを目的として、平成13（2001）

年4月に、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（以下「ＤＶ防止法」

といいます。）を制定しました。平成19（2007）年度の法改正では、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本計画の策定と、市町村が設置する

適切な施設において配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすことが、市町村の

努力義務となり、身近な市町村が地域に根差したDV被害者支援を行っていくことが期待さ

れています。平成25（2013）年度には、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及び

その被害者についても、ＤＶ防止法の適用対象とする法改正が行われ、交際相手からの暴

力も深刻な問題であると認識されてきており、その対策が求められています。 

本市では、平成 22（2010）年 3 月に「川崎市ＤＶ被害者支援基本計画」を策定し、Ｄ

Ｖ被害者とその同伴児等の安全と安心に配慮した総合的な市のＤＶ対策を積極的に推進し

てきました。この間、本市におけるＤＶに関する相談件数は増加傾向にあり、また、複数

の問題が重なる事案など、被害は多様化・複雑化しています。 

このような状況に迅速・適切に対応し、被害者の自立に向けて切れ目のない支援を行っ

ていくため、支援体制を強化し被害者支援を充実させていくことが求められています。さ

らに、被害者の支援だけでなくＤＶを未然に防ぐための取組も充実させる必要があること

から、計画の名称を「川崎市ＤＶ防止・被害者支援基本計画」に改め、ＤＶに係る施策を

総合的、体系的に進め、ＤＶを許さない社会の実現をめざします。 
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２ 計画推進の視点  

人権が尊重され、誰もが安全に安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、

以下の 4 つの視点のもとに計画の推進に取り組みます。 

（１）ＤＶは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。 

（２）子どもの目の前で行われるＤＶは、児童虐待であり、ＤＶが行われている家庭の 

子どもも被害者です。 

（３）被害者が安全に安心して地域で暮らしていけるよう、相談から自立まで、被害者の

立場に立った切れ目のない支援をします。 

（４）関係機関及び民間団体との連携・協力体制の一層の強化を図ります。 

  

３ 計画の基本目標 

 本市におけるＤＶ防止及び被害者支援のための施策を実施するにあたり、次の 4 つの基

本目標を定め、それぞれの施策を推進します。 

基本目標Ⅰ ＤＶ被害者の安全確保と支援体制の充実 

基本目標Ⅱ ＤＶ被害者の自立支援の促進 

基本目標Ⅲ ＤＶに関する関係機関・民間団体との連携・協力 

基本目標Ⅳ ＤＶを許さない社会づくりの推進  

 

４ 計画の位置付け 

（１）この計画は、ＤＶ防止法第 2 条の 3 第 3 項の規定に基づく市町村基本計画と位置付

け、国の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本

的な方針」（以下「基本方針」といいます。）を指針とし、かつ、「かながわＤＶ

防止・被害者支援プラン1」との整合性を図った計画とします。 

（２）この計画は「男女平等かわさき条例」第 8 条に基づき策定された「第 3 期川崎市男

女平等推進行動計画～かわさき☆かがやきプラン ～2」の目標Ⅰ「男女の人権尊重お

よび男性・子どもにとっての男女共同参画の推進」における基本施策 2「女性に対す

るあらゆる暴力の防止と被害者への支援」の施策 1「ドメスティック・バイオレンス

の防止と被害者支援の推進」に位置付けられます。また「川崎市子どもの権利に関

する行動計画」等の本市各種計画との整合性を有する計画です。 

（３）この計画は、本市におけるＤＶ防止の取組及びＤＶ被害者支援のあり方や方向性を

定め、施策を総合的、体系的に推進するための計画です。 

                                                   
1 DV 防止法に基づき、神奈川県では平成 18(2006)年に現行計画の前身となる「かながわＤＶ被害者支援プラン」を策

定し、市町村や民間団体と協力・連携して DV 被害者の相談や自立の支援などに取り組んできました。平成 26(2014)年
3 月の改定ではプラン名称を「かながわＤＶ防止・被害者支援プラン」とし「被害者支援だけではなく、被害を未然に

防止するための取組を充実させていく」としています。 
2 平成 26(2014)年 3 月に、男女があらゆる場において男女平等にかかわる人権の侵害を受けることがなく、自立するこ

とができ、共に働き、学び、及び生活することができる快適で平和な男女共同参画社会としての「男女平等のまち・か

わさき」の実現をめざし、男女平等施策を計画的かつ総合的に推進するために「第 3 期川崎市男女平等推進行動計画」

を策定しました。第 3 期行動計画では、DV 被害者支援の推進を施策として掲げるとともに、DV やセクハラ等の性に基

づく人権侵害を防止するための人権教育・啓発の取組も進めていきます。 
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【関連図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 計画期間 

 本計画の期間は、平成 27（2015）年度から平成 31（2019）年度までの 5 年間とし

ます。ただし、ＤＶ防止法の改正や国の基本方針の見直し、社会情勢の変化、計画の取組

状況などにより、新たに盛り込むべき事項が生じた場合には、必要に応じて見直すことと

します。 
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Ⅱ  現状 

 

１ 配偶者等3暴力4に関する被害の状況 

 

（１）全国の被害状況 

内閣府が平成23（2011）年度に実施した「男女間における暴力に関する調査」による

と、配偶者（事実婚や別居中の夫婦、元配偶者を含む）から、「身体的暴行（身体に対す

る暴行を受けた）」「心理的攻撃（精神的な嫌がらせや恐怖を感じるような脅迫を受けた）」

「性的強要（性的な行為を強要された）」のいずれかの「被害経験がある」と回答した人

は女性では32.9％、男性では18.3％となっています。 

 

     配偶者からの被害経験の有無（男女別） 

                        

                         

 

 

 

 

 

 

     

 

（２）川崎市の被害状況 

 平成26（2014）年度に実施した「かわさきの男女共同参画に関するアンケート5」では、

配偶者・パートナーから、「身体的暴行」「精神的暴力」「性的強要」のいずれかを受け

たことがあるという人は、女性では32.8％、男性では23.0％となっています。 

 

                                                   
3 DV 防止法における「被害者」は、男性・女性を問わず、配偶者からの暴力を受けた者をいいます。配偶者には、事

実婚や元配偶者（離婚前に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受ける場合）も含まれます。また、平成 25(2013)年度

の DV 防止法の改正により、生活の本拠を共にする交際相手（いわゆる同棲相手）からの暴力を受けた者も対象となり

ました。生活の本拠を共にしていない交際相手からの暴力を受けた者については、DV 防止法における被害者には含ま

れませんが、本計画においては、DV 防止法の取り扱いの対象以外の場合には、当該者を含めて「被害者」としていま

す。 
4 本計画における「暴力」とは、「殴る」、「蹴る」といった身体的暴力だけではなく、次のような暴力も含まれます。 
・精神的暴力：暴言を吐く、脅かす、無視する、浮気・不貞を疑う、家から締め出す、大事にしているものを壊すなど。 
・経済的暴力：生活費を渡さない、女性が働き収入を得ることを妨げる、借金を重ねるなど。 
・性的暴力：性行為を強要する、ポルノを見せたり、道具のように扱う、避妊に協力しないなど。 
・社会的隔離：外出や、親族・友人との付き合いを制限する、交友関係を厳しく監視するなど。 
身体的暴力のように比較的外から見えやすい暴力のほかに、外から見えにくい精神的暴力などが重複し、被害が重篤に

なっていくことがあります。 
5 かわさきの男女共同参画に関するアンケートは、男女共同参画に関する意識や考えを把握することを目的に、川崎市

市民・こども局人権・男女共同参画室と川崎市男女共同参画センターが、平成 26(2014)年 9 月に市内在住の満 20 歳以

上 79 歳以下の人を対象に実施しました。 

図表１ 

女性 
男性 

32.9% 

10.6 22.3 65.5 

1.6 

0% 50% 100%

被害経験の有無

何度もあった 1，2度あった

まったくない 無回答

(n=1,403)

3.3 15.0 79.7 

2.0 

0% 50% 100%

被害経験の有無

32.9% 18.3% 

(n=1,195) 

※n は回答者数を表す 
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 川崎市における配偶者やパートナーからの被害経験の有無（男女別）                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 配偶者等暴力に関する相談の状況  

 

（１）全国の相談状況 

ＤＶ防止法に基づく都道府県や市町村の配偶者暴力相談支援センター6において、ＤＶに

関する相談を受けています。平成 26（2014）年 7 月現在、全国の配偶者暴力相談支援セ

ンターの数は 243 か所です。相談件数は年々増加しており、ＤＶ防止法が制定された翌年

の平成 14（2002）年度に 35,943 件であった相談件数は、平成 25（2013）年度には

99,961 件となっています。 

 

         全国と神奈川県内の配偶者暴力相談支援センター 

における相談件数7 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
6 DV 防止法第 3 条において、「都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各

施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにする」とあり、配偶者暴力相談支援センターは、配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、相談や相談機関の紹介、カウンセリング、被害者及び同伴者の緊急

時における安全の確保及び一時保護、自立して生活することを促進するための情報提供その他の援助、被害者を居住さ

せ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助、保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助を行っ

ています。平成 19(2007)年度の DV 防止法の改正により、市町村においても、配偶者暴力相談支援センターとしての機

能を果たすことが努力義務となりました。神奈川県では、平成 14(2002)年度から配偶者暴力相談支援センターを開設し

ています。                  
7 相談件数 
・全国の配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数（内閣府調べ） 
・神奈川県内の配偶者暴力相談支援センター（県・横浜市・相模原市）における相談件数（神奈川県調べ） 
 ※横浜市は平成 23(2011)年 9 月に、相模原市は平成 24(2012)年 10 月に配偶者暴力相談支援センターを設置 

 

図表３ 

（件） 

   全国 

     神奈川県 

6,263 6,040 6,504 

7,740 7,61772,792 
77,334 82,099 

89,490 99,961 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

H21 H22 H23 H24 H25

（内閣府、神奈川県調べ）

（年度）

（件） 

8.8 24.0 65.7 

1.5 

0% 50% 100%

被害経験の有無 4.3 18.7 72.7 

4.3 

0% 50% 100%

被害経験の有無

図表２ 

女性 男性

(n=616) (n=396)

何度もあった     1，2 度あった     まったくない      無回答       ※n は回答者数を表す 

32.8％ 23.0％ 
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内閣府が平成 23（2011）年度に実施した「男女間における暴力に関する調査」によ

ると、過去 5 年間に配偶者から何らかの暴力を受けたことがあった人の相談先は、「友人・

知人」が 24.5％（女性 32.0％、男性 10.2％）と最も多く、「家族や親戚」が 23.7％

（女性 32.0％、男性 8.0％）となっています。警察に連絡・相談した人は 5.4％（女性

6.5％、男性 3.4％）、男女共同参画センター等の相談機関を利用した人は、0.8％（女性

1.2％、男性 0％）と低い比率になっています。「どこ（だれ）にも相談しなかった」と

いう人は 53.3％（女性 41.4％、男性 76.1％）となっています。 

相談しなかった理由としては、「相談するほどのことではないと思ったから」62.8％（女

性50.0％、男性76.1％）が最も多く、次いで「自分にも悪いところがあると思ったから」

39.4％（女性34.3％、男性44.8％）となっています。 

 

 

（２）川崎市の相談状況 

川崎市では、ＤＶに関する相談は、各区の保健福祉センター及び地区健康福祉ステーシ

ョン（以下「保健福祉センター等」といいます。）、男女共同参画センター、人権オンブ

ズパーソンで対応しています。 

平成24（2012）年度の相談件数は992件と一時的に減少しましたが、平成25（2013）

年度の相談件数は1,455件となっており、再び増加している状況にあります。 

 

 

 

川崎市のＤＶ相談件数8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
8 地区健康福祉ステーションでの相談受付は平成 25(2013)年度から実施（図表 5も同様）。 

 市民・こども局こども本部調べ。出典、川崎市男女共同参画センター年度事業概要、人権オンブズパーソン平成25(2013)

年度報告書。なお、男女共同参画センターと人権オンブズパーソンの相談件数は、交際相手からの暴力相談件数を含

みます。 

図表４ 
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また、交際相手からの暴力9相談件数に 

ついても、この3年間において増加傾向に 

あります。 

 

 

 

                                        

 

 

（３）川崎市における相談窓口の認知度と相談の有無 

平成26（2014）年度実施の「かわさきの男女共同参画に関するアンケート」によると、

『配偶者等からの暴力について相談できる窓口をご存知ですか』という質問に対して、「知

っている」と答えた人は33.４％（女性36.６％、男性29.２％）でした。 

 

またＤＶ被害にあった人の相談先は、「友人・知人」24.8％（女性31.2％、男性11.0％）

と、「家族・親族」24.5％（女性28.2％、男性15.4％）が多くなっています。一方で、

「どこ（だれ）にも相談しなかった」を選んだ人は57.4％（女性49.5％、男性74.7％）

でした。「どこ（だれ）にも相談しなかった」理由は、「相談するほどのことではないと

思ったから」が57.9％（女性55.0％、男性63.2％）と男女ともに最も多く、次いで女性

は「相談してもむだだと思ったから」と「自分さえがまんすれば、なんとかこのままやっ

ていけると思ったから」が27.0％、男性は「自分にも悪いところがあると思ったから」が

36.8％となっています。 

 

 

３ 一時保護等の状況 

 

（１）全国の一時保護の状況 

内閣府男女共同参画局の「配偶者からの暴力に関するデータ」によると、夫等の暴力を

理由に一時保護された件数は、平成 19（2007）年度は 4,549 件、平成 24（2012）

年度は 4,373 件で、毎年度 4,500 件前後で推移しています。 

 

（２）川崎市における一時保護の状況 

川崎市では、被害者とその同伴家族が、配偶者等からの暴力を避けるために避難が必要

となった場合に、神奈川県や民間団体等と連携し、一時保護支援を行っています。 

 

                                                   
9「デートＤＶ」ともいいます。 

保健福祉センター等における 

交際相手からの暴力相談件数 

図表５
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（市民・こども局こども本部調べ）
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一時保護件数の推移（神奈川県・川崎市） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

平成25（2013）年度の一時保護件数は90件で、そのうちＤＶ防止法に基づく一時保護

件数は53件でした。また、53件のうち、子どもを同伴しているケースは35件と6割以上

になります。 

                                             

 

「児童虐待の防止等に関する法律」では、子どもの 

面前でのＤＶは子どもへの心理的虐待にあたるとされ 

ています。 

平成25（2013）年度の川崎市の児童相談所にお 

ける児童虐待相談・通告件数は1,576件となってい 

ます。ＤＶによるものを含む警察からの心理的虐待通 

告件数が増加しており、全体の件数において心理的虐 

待が占める割合は約5７％となっています。 

 

 

 

４ ＤＶ・デートＤＶに関する市民意識 

 

（１）川崎市民のＤＶ・デートＤＶに関する認知度 

平成26（2014）年度実施の「かわさきの男女共同参画に関するアンケート」における、

11の行為について夫婦間で行われた場合に暴力だと思うかという質問では、「身体を傷つ

ける可能性のあるもので殴る 」などの身体的に重大なけがを生じさせる可能性のある行為

については、暴力だと認識する人が9割を超えています。一方で、「どんな場合でも暴力に

あたると思う」と答えた人が6割未満だった行為は、「交友関係や電話を細かく監視する」

「何を言っても長時間無視し続ける」といった精神的な暴力にあたる行為でした。 

川崎市の児童相談所における 

児童虐待相談・通告種別内訳 

図表７ 

身体

的

20.1%

ネグ

レクト

22.1%

性的

1.3%

心理

的

56.5%

図表６

H25

年度

神奈川県（ＤＶ防止法に基づく一時保護）      DV 防止法に基づく一時保護       その他   

（市民・こども局こども本部調べ）

（神奈川県、市民・こども局こども本部調べ）

（件）

（年度）

122
88 89 106 90 
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  夫婦間での暴力についての認識〔行為別〕（川崎市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『デートＤＶについてご存知ですか』という質問の回答において、「言葉もその内容も

知っている」と答えたのは４割程度に留まっています。 

 

 

デートＤＶの認知度（川崎市） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

図表８ 

図表９ 
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いやがっているのに性的な行為を強要する

見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せる

交友関係や電話を細かく監視する

何を言っても長時間無視し続ける

「誰のおかげで生活できるんだ」とか「かいしょうなし」と言う

必要な生活費をわたさない

どんな場合でも暴力にあたると思う        暴力にあたる場合も、そうでない場合もあると思う 

暴力にあたるとは思わない             無回答 

37.1

41.3

39.6
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24.5

33.6

29.9
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4.6 

2.8 

7.0 

34.1 

54.6 

32.8 

54.0 

38.0 

65.1 ＤＶ被害者が相談しやすいよう、相談窓口の周知を図る

配偶者やパートナーからの暴力の防止について、広報・
啓発の機会を増やす

学校などにおける男女平等観に基づいた教育や暴力を
許さない人権教育を充実させる

暴力を助長する情報（インターネット、雑誌やゲームソフト
等）を規制する

加害者への処罰を強化したり、更生のための教育等の
対策を実施する

男女間の経済的、社会的な地位や力の格差をなくしていく

その他

特にない

無回答

（２）ＤＶやデートＤＶを防止するために必要な対策（市民意識） 

平成26（2014）年度実施の「かわさきの男女共同参画に関するアンケート」における、

『配偶者やパートナーからの暴力を防止するためには、どのようなことが必要だと考えま

すか』という質問に対する回答の中で、「ＤＶ被害者が相談しやすいよう、相談窓口の周

知を図る 」が最も多く65.1％でした。次いで「加害者への処罰を強化したり、更生のため

の教育等の対策を実施する 」が54.6％、「学校などにおける男女平等観に基づいた教育や

暴力を許さない人権教育を充実させる 」が54.0％となっています。 

 

 

    配偶者やパートナーからの暴力を防止するために必要な対策（川崎市） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１０ 

0％ 50％ 100％

全体(n=1,093) 

※n は回答者数を表す 



Ⅲ　計画の体系

基本目標 施策

３　相談支援の機能の強化

４　相談窓口の周知

５　相談窓口における秘密の保持と安全の確保

６　一時保護支援の充実

７　一時保護施設等との連携

８　安全の確保の徹底

９　多様な状況に応じた支援

１０　外国人への支援

１１　障害者や高齢者への支援

１３　自立支援の機能の強化

１４　住居の確保に向けた支援

１５　就労の支援

１６　経済的な支援

１７　各種制度の活用への支援

１８　自立のための心のケア

１９　地域における支援

２０　子どもの心のケア

２１　就学支援と安全の確保

Ⅲ

２３　県内一時保護施設との連携強化

２４　市内一時保護施設への支援

２５　民間団体の活動への支援

Ⅳ ２６　市における普及啓発の推進

２７　暴力を許さない教育の推進

２８　デートDV防止対策の実施

２９　DVに関する調査研究

３０　男性総合相談の実施

１１　ＤＶに関する理解を深める
　　　ための普及啓発や教育

Ｄ
Ｖ
を
許
さ
な
い

社
会
づ
く
り
の
推

進

１２　ＤＶ防止に向けた調査研究
　　　と男性相談

Ⅰ
　
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
安
全
確
保
と
支
援
体
制
の
充
実

３　相談体制の充実

５　外国人、障害者、高齢者へ
　　の支援

１０　民間団体との連携・協力の
　　　促進

６　被害者支援を担う関係者の
　　人材育成

Ⅱ
　
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
自
立
支
援
の
促
進

７　被害者の自立支援

１２　職務関係者に対する研修等の充実

４　一時保護支援と被害者の
　　安全確保

施策目標

２２　関係機関の支援ネットワークの充実
９　関係機関・民間団体相互の
　　連携Ｄ

Ｖ
に
関
す
る
関

係
機
関
・
民
間
団

体
と
の
連
携
・
協

力

１ 　害者支援体制の強化

２　早期発見のための取組の
　　強化

８　子どもの健やかな成長への
　　支援

２　医療機関、警察、民生委員児童委員、教育機関等における
　　被害の早期発見の促進

１　ＤＶ相談支援センター機能の整備 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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Ⅳ 施策の展開 

 

基本目標Ⅰ ＤＶ被害者の安全確保と支援体制の充実 

 

多様化・複雑化するＤＶ被害事案を踏まえ、区の保健福祉センター等の相談・支援機能、 

ＤＶ対策を推進するこども本部の所管部署における連絡・調整機能及び、施策・事業の企

画・立案機能、今後、新たに整備する総合的な窓口の機能を合わせて、本市における配偶

者暴力相談支援センター（以下「ＤＶ相談支援センター」といいます。）としての機能と

位置付け、その役割を果たしていきます。 

ＤＶ相談支援センターを中心として、被害者が安心して身近な窓口に相談し、緊急の場

合には、被害者やその同伴家族の身の安全が確保され、必要な支援を受けることができる

体制を充実させていきます。また、被害者を発見しやすい立場にある関係機関、団体等の

協力のもとに、早期発見にも取り組んでいきます。 

 

施策目標１ 被害者支援体制の強化 

 

【現状と課題】 

川崎市では、現在、各区の保健福祉センター等において、ＤＶ被害を含めた女性に関す

る相談、自立に向けた支援等を行っています。 

保健福祉センター等へのＤＶに関する相談件数は、「Ⅱ現状」図表4のとおり、増加傾

向にあります。また、さまざまな事情から転居が困難なケース、経済的困窮や児童虐待な

ど複数の問題を抱えるケースなど被害者の置かれている状況は多様です。 

このように、多様化・複雑化する事案に対して迅速・適切に対応するためには、保健福

祉センター等の相談支援担当部署における組織的な対応の強化とともに、関係機関との相

互の情報共有や連携の強化が不可欠です。そのために、本市として関係機関や他の自治体

との連絡・調整を行う機能が必要です。また、DV被害と支援の現状を把握・分析し、全

市的に統一した対応や支援の質の向上のために研修を企画・実施することや、安全な情報

共有の仕組みや警察等との連携体制を構築していくことが必要です。 

さらに、被害者が「どこに相談してよいかわからなかった」ため相談できず被害が深刻

化してしまうということがないよう、ＤＶ被害に関する総合相談窓口の機能を整備し、広

く周知することで、迅速に適切な支援に結びつけることが必要です。 

 

【施策】 

1 ＤＶ相談支援センター機能の整備  

（１）区の保健福祉センター等の相談・支援機能、こども本部の所管部署における連

絡・調整機能及び企画・立案機能、新たに整備する総合的な窓口機能を合わせ

て川崎市ＤＶ相談支援センター機能と位置付け、その役割を果たします。 
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（２）区の保健福祉センター等において、相談員を中心とした多職種の専門職の協働

により、個々のケースの状況に応じた的確な支援を行い、組織としての対応を

強化します。また、各区において、支援にかかわる組織間の連携を強化し、被

害者支援を行います。 

（３）ＤＶ対策を推進するこども本部の所管部署の機能を強化し、自治体間や関係機

関等との適切な連携に向けて、連絡・調整を行います。 

（４）こども本部の所管部署において、被害者支援に関する情報の収集と分析、研修

の企画・実施、安全な情報共有の仕組みや連携体制の構築など、ＤＶ対策の推

進に向けて、施策・事業の企画・立案機能を強化します。 

（５）ＤＶ被害にかかわる総合相談窓口の機能を整備します。 

  

 

施策目標２ 早期発見のための取組の強化 

 

【現状と課題】 

ＤＶ防止法第6条で、配偶者からの暴力を受けている者を発見した者は、その旨を通報

するよう努めなければならないとされています。特に医師その他の医療関係者は被害者を

発見しやすい立場にあることから、被害者の意思を尊重しつつ、関係機関等への通報や相

談窓口の情報提供などを通じて、被害者の早期発見に積極的な役割を果たすことが期待さ

れています。  

また、地域において活動している民生委員児童委員や保育園、幼稚園、学校は、家庭

に接触する機会が多く、ＤＶを発見する可能性が高いことから、これらの職務に携わる

関係者も被害者への情報提供等の支援を行うことが重要となります。 

そのため、被害の早期発見に向け、関係機関との相互連携の仕組みを構築するととも

に、関係者へのＤＶに関する意識啓発や情報提供に努めていくことが必要です。    

 

【施策】 

２ 医療機関、警察、民生委員児童委員、教育機関等における被害の早期発見の促進 

（１）業務を通じて被害を発見しやすい立場にあることから医療機関に対し、ＤＶ

に関する情報提供に努めるとともに、関係機関それぞれの役割と位置付けに

考慮しながら、医療機関との相互連携の仕組みを構築します。 

（２）警察は、業務を通じて被害を発見しやすい立場にあることから、関係機関そ

れぞれの役割と位置付けに考慮しながら、警察との相互連携の仕組みを構築

します。 

（３）地域において活動している民生委員児童委員に対して、被害の早期発見に向

けＤＶに関する意識啓発や相談窓口等の情報提供を行います。 

（４）保育園や幼稚園、学校は、児童の保護者との日常のコミュニケーションから、    



 

14 
 

各家庭の状況を把握する可能性が高いことから、学校等の関係者に対し、被害

の早期発見に向け、ＤＶに関する意識啓発や相談窓口等の情報提供を行います。 

（５）業務等を通じて被害を発見し、ＤＶ相談支援センターに通報があった場合は、

通報者に対し、被害者の意思と安全に配慮しながら、被害者に相談窓口への

相談を勧奨するように依頼するとともに、緊急性が高い場合の対応について

情報提供するなど、被害者の安全確保につながるよう取り組みます。 

 

 

施策目標３ 相談体制の充実 

 

【現状と課題】 

ＤＶは外部から発見しづらい場において行われることが多く、暴力が潜在化し、被害

が深刻化しやすいという特性があることから、被害者を早期に適切な支援に結び付けて

いくことが重要となります。そのためには、被害者が相談をすることから始まります。

しかし、平成 26（2014）年度実施の「かわさきの男女共同参画に関するアンケート」

によると、「ＤＶについて相談できる窓口を知らない」と答えた人は、63.5％でした。ま

た、ＤＶ被害にあった人のうち、「相談するほどのことではないと思ったから」などとい

った理由から、どこ（だれ）にも相談しなかった人が 57.4％となっていることが明らか

になりました。被害者がＤＶ被害を一人で抱えこまず、相談しやすくするためには、Ｄ

Ｖに対する正しい理解を深める取組とともに、相談窓口を広く周知していくことが重要

です。 

本市におけるＤＶの相談件数は増加傾向にあり、相談内容も多様化・複雑化していま

す。こうした多様な相談に適切に対応するため、ＤＶ対策の中心的な役割を担うＤＶ相

談支援センター機能を整備し、関係機関が連携し一体的な支援を行えるよう調整してい

くとともに、相談窓口において、相談者の状況を見極め、適切な支援につながるよう、

関係者と協力して対応していく必要があります。 

ＤＶ加害者は、執拗に被害者の居所を追うこともあるため、被害者がいつでも安心し

て相談できる環境の整備が重要です。被害者や被害者を支援する職員等の安全確保のた

め、関係部署において、安全への共通認識を持ち、情報管理の徹底に努める必要があり

ます。 

  

【施策】 

３ 相談支援の機能の強化 

（１）ＤＶ被害にかかわる総合相談窓口の機能を整備し、関係機関と連携し対応し

ます。 

（２）区の保健福祉センター等の相談窓口において、被害者の個々の状況に応じた

的確な支援につなげるため、多職種の専門職と協働し、被害者の意思を尊重
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した相談を実施します。 

（３）男女共同参画センターでは、電話相談や面接相談、法律相談などの女性総合

相談事業を実施しています。ＤＶに関する緊急事案や困難事案については、

ＤＶ相談支援センターと連携を図りながら、被害者の支援に努めます。また、

自立支援を含め、さまざまな問題や悩みについて、相談者自身が考え判断し

解決に向けた行動がとれるように相談を行っていきます。 

（４）人権オンブズパーソンでは、男女平等にかかわる人権侵害や子どもの権利の

侵害について相談事業を実施し、問題解決に向け助言や支援を行っています。

ＤＶに関する緊急事案や困難事案については、ＤＶ相談支援センターと連携

を図りながら、被害者の支援に努めます。 

（５）被害者が関係機関の窓口ごとに事情を説明する負担を軽減し、二次的被害10を

防止するため、関係機関等がそれぞれの役割を踏まえて対応するとともに、

相互の緊密な連携に努めます。 

（６）ＤＶは児童虐待と密接に関係しているため、ＤＶ相談支援センターと児童相

談所は連携を強化し、子どもへのケアを行っていきます。 

（７）ＤＶ相談支援センター（こども本部）は、被害者支援に関する情報を収集し、

関係機関等への情報提供及び助言を行うとともに、研修を企画・実施し、相

談・支援の質の確保と向上に努めます。 

 

４ 相談窓口の周知 

（１）相談窓口の情報を掲載したカードやパンフレットを作成・配布し、相談窓口

のより一層の周知に努めます。 

（２）ホームページや広報誌等でＤＶ防止や相談窓口の広報・啓発活動を推進しま

す。 

（３）医療機関、警察、民生委員児童委員、福祉施設や教育機関等へ相談窓口を周

知し、相談につながるように努めます。 

 

  ５ 相談窓口における秘密の保持と安全の確保  

（１）相談窓口における、相談者のプライバシーと安全の確保に努めます。 

（２）被害者の安全確保のための情報の保護と管理を徹底するとともに、相談・支

援に関する安全な情報共有の仕組みの構築や、職員及び民間団体等の情報の

保護に努めます。 

（３）被害者及び支援者等の安全確保のため、関係者は情報セキュリティの重要性

について共通の認識を持って業務を遂行するよう、関係部署を含めた職員に

                                                   
10 二次的被害 

ＤＶにより心身ともに傷ついた被害者が、相談、保護、捜査、裁判等の過程において、ＤＶの特性や被害者の置かれ

た立場を理解しない職務関係者の不適切な対応で、さらに傷ついてしまうこと。 
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情報の保護と管理について周知徹底させるための研修等を計画的に行います。 

 

 

 施策目標４ 一時保護支援と被害者の安全確保 

 

【現状と課題】 

被害者とその子ども等の安全確保は最優先課題です。本市では、神奈川県や民間団体

等と連携し、一時保護支援を行い、被害者やその同伴児等の安全を確保しています。 

一時保護施設は、ＤＶから逃れてきた女性やその子どもたちが安心して心と体を休め

る場所です。被害者一人ひとりの心身の状況に応じたケアや支援を行うためには、一時

保護施設と連携して取り組んでいく必要があります。   

また、被害者を連れ戻そうとする加害者も少なくないことから、加害者からの追跡へ

の対応等について関係機関における情報の共有と情報管理の徹底に努めることが重要で

す。 

 

【施策】 

６ 一時保護支援の充実 

（１）広域的な対応を行うため、神奈川県配偶者暴力相談支援センターとの連携を

強化します。 

（２）一時保護支援の際には、警察と適切に連携し迅速な対応を行います。 

 

７ 一時保護施設等との連携 

（１）一時保護施設と連携し、被害者を支えながら自立に向けた支援に取り組んで

いきます。 

（２）一時保護中、被害者とその同伴児が精神的な安定を取り戻すための環境を提

供し、本人の状況や状態に合った適切なケアを行うことができるよう、関係

機関等と連携し、対応します。 

（３）一時保護施設に入居している被害者の心情と安全に配慮し、被害者の個々の

状況を踏まえてニーズを把握し、一時保護施設、神奈川県等と連携して、被

害者の立場に立った支援方針を決定し支援に取り組みます。 

（４）被害者とその子どもの心身の状況に応じて、一時保護の支援方針について、

児童相談所と協議・調整します。 

（５）一時保護中の同伴児の学習機会の確保のため、一時保護施設に対する適切な

支援について検討します。 
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８ 安全の確保の徹底 

（１）被害者に対し、保護命令11の制度や手続き等について情報提供するとともに、

裁判所から書面提出を求められた場合は、迅速かつ的確に対応します。 

（２）裁判所から保護命令の発令通知を受けた時は、関係機関と連携を図りながら、

被害者本人と子どもや親族等の安全確保のため助言等を行います。 

（３）保育園、幼稚園、学校等と連携し、子どもの安全の確保に努めます。 

（４）ＤＶ相談支援センター（こども本部）は、自治体間や関係機関等との連携を

強化し迅速かつ適切な被害者とその同伴児の安全確保が行えるよう、連携体

制や安全な情報共有の仕組み等について、検討・調整します。 

（５）被害者の安全の確保のため、情報の保護と管理を徹底します。 

（６）被害者及び支援者等の安全確保のため、関係者は情報セキュリティの重要性

について共通の認識を持って業務を遂行するよう、関係部署を含めた職員に

情報の保護と管理について周知徹底させるための研修等を計画的に行います。

【再掲：基本目標Ⅰ－施策目標３－施策５（3）】 

  

  

施策目標５ 外国人、障害者、高齢者への支援 

 

【現状と課題】 

 ＤＶ被害者に対する支援は、被害者の国籍等を問わず、プライバシーの保護、安全の

確保など人権に配慮した対応をし、それぞれの被害者の状況に対応した支援を実施する

ことが重要です。そのためには、まず支援者が、被害者の置かれている状況や求めてい

る支援が多様であり、一人ひとり異なるという認識を持つ必要があります。 

  外国人被害者は、言葉や文化の違いにより社会の中で孤立しやすく、相談窓口につい

ても分りにくい状況にあります。また、実際の支援にあたって、在留資格、法律手続、

自立支援策など、複雑で対応が困難な場合が少なくありません。こうしたことから、文

化や言語の違いに配慮し、国際交流や外国人支援を行っている民間団体と連携した相談、

支援を行っていく必要があります。 

また、障害者や高齢者については、ＤＶがより潜在化しやすい傾向があり、また、虐

待と関連があるため、被害者が適切な支援を受けられるよう、各相談窓口等の関係機関

                                                   
11 保護命令とは、配偶者からの身体に対する暴力または生命等に対する脅迫を受けた被害者が、配偶者から身体に対す

る暴力を受けることによりその生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、被害者からの申し立てに

より、配偶者に対して裁判所が発する命令です。 
・被害者への接近禁止命令：配偶者が被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居、勤務先等の付近をはいかいする 
ことを禁止する 

・退去命令：配偶者に、被害者と共に住む住居から一定期間退去することを命じる 
・被害者の子又は親族への接近禁止命令：被害者本人への接近禁止命令の実効性を確保するため、被害者の子又は親族 
等の身辺につきまとったり、子又は親族等の住居、勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する 

・電話等禁止命令：被害者本人への接近禁止命令の実効性を確保するため、被害者に対する一定の電話・電子メール等 
を禁止する 



 

18 
 

と連携した支援が必要です。 

 

【施策】 

９ 多様な状況に応じた支援 

（１）被害者の心情と安全に配慮し、外国人等多様な背景を持つ被害者の状況を踏

まえてニーズ調査等を行い、被害者の立場に立った支援施策を検討します。 

（２）被害者の多様性や個別性への認識を持ち、個々の状況等に応じた支援を行い

ます。 

 

１０ 外国人への支援 

（１）外国人に対し、文化や制度の違い等に配慮した対応に努めます。 

（２）外国人被害者への支援の充実に向けて、さまざまな事例に対応できる通訳者

の確保など、外国人被害者の支援団体等との連携を強化します。 

（３）外国人被害者へ適切な助言が行えるよう、外国人被害者の支援団体等と連携

し、相談担当者や通訳者への研修を実施します。 

 

   １１ 障害者や高齢者への支援 

（１）障害者の相談にかかわる機関にＤＶ被害者支援に関する情報等を提供するな

ど、障害のある被害者が適切な支援を受けられるよう、関係機関と連携しま

す。 

（２）高齢者へのＤＶについては、被害者が適切な支援が受けられるよう高齢者虐

待に関する相談窓口等の関係機関と連携します。 

     

 

施策目標６ 被害者支援を担う関係者の人材育成 

 

【現状と課題】 

  相談や支援に携わる行政職員及び支援者は、それぞれの立場においてＤＶの特性を踏

まえた適切な対応を行うことが常に求められており、業務に関する高い専門性が必要で

す。相談者のさまざまなニーズにあわせた支援方法を検討して実践することで経験やス

キルを蓄積していくとともに、定期的な研修等により一層の資質向上を図る必要があり

ます。 

また、行政職員及び支援者の不適切な対応によって被害者の安全を脅かし、その心に

一層の傷を与えてしまうといった二次的被害を防止する取組が必要です。 
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【施策】 

1２ 職務関係者に対する研修等の充実  

（１）ＤＶ相談支援センター（こども本部）は、被害者支援に関する情報を収集し、

関係機関等への情報提供及び助言を行うとともに、研修を企画・実施し、相

談・支援の質の確保と向上に努めます。【再掲：基本目標Ⅰ-施策目標３-施策

3（7）】 

（２）被害者に対して、ＤＶに関する正しい理解と認識のもと、組織として一体的

な支援を行えるよう、管理職を含めた職員研修を実施します。 

（３）被害者の支援にかかわる各機関において、被害者のさまざまな状況に応じた

支援の実務研修や事例検討会議を実施するとともに、関係者間における事例

検討会議等を開催し、支援に関する知識やスキルについて、情報共有・交換

することにより、支援の質の向上を図ります。 

（４）外国人等被害者の置かれているさまざまな状況や背景を理解するための研修

や、法的対応に関する専門研修等を実施します。 

（５）学校職員、保育士及び幼稚園の関係者等に対する研修を通じて、ＤＶについ

ての正しい理解を促進します。 

（６）被害者支援を担う関係者に対するさまざまな研修を通じて、被害者の二次的

被害の防止を図ります。また、保健、医療、福祉、教育及び警察等関係機関、

並びに民間団体に対しても研修の参加を促します。 
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基本目標Ⅱ ＤＶ被害者の自立支援の促進 
 

被害者の自立支援については、ＤＶ防止法の中でも、生活保護法、児童福祉法、母子及

び父子並びに寡婦福祉法その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するた

めに必要な措置を講じなければならないこととされています。 

また、被害者の置かれている状況は、一人ひとり異なっており、生活支援、就業支援、

住宅の確保に向けた支援、同伴児への支援など、自立に向けた課題や必要な支援も異なり

ます。本市では、それぞれの施策を所管する機関が、被害者の置かれた立場を理解し、相

互に連携して自立支援に努めます。 

                                 

施策目標７ 被害者の自立支援 
  

【現状と課題】 

被害者がこれまでの生活の場を離れ、新たな場所で自立して生活しようとする場合、

さまざまな課題に直面します。住宅の確保、経済的基盤の確立、子どもの養育、心身の

ケアについての支援が必要となります。 

被害者の自立支援にあたっては、生活保護制度やひとり親家庭に対する支援制度など

の各種制度を活用しながら、被害者の置かれた立場を理解し、関係機関が相互に連携し

て、自立に向けた支援を行うことが重要です。 

一時保護の期間中に行く先が決まらない被害者も多いのが現状です。そのような場合

は、引き続き一時保護施設において関係機関が連携して被害者の自立支援を行っていま

す。このように、関係機関の連携・協力により切れ目のない支援に努めていますが、自

立支援の充実のため、母子生活支援施設などの既存施設の活用を図っていく必要があり

ます。 

また、地域で生活する被害者が、安心して暮らしていけるよう、継続的な支援や見守

り支援、自助グループの活動支援を通じた居場所づくりなども必要です。 

 

【施策】 

1３ 自立支援の機能の強化 

（１）被害者の意思を尊重しながら、状況に応じてニーズを把握し、必要な情報提

供を行います。 

（２）関係機関等の連携体制を充実させるとともに、自治体間の広域協力により、

各機関が行う自立支援が円滑に行われるよう努めます。 

（３）一時保護後の自立支援のあり方について、一時保護施設を運営する民間団体

と協議・検討を行います。 

（４）子どもを同伴する被害者について、母子生活支援施設を活用し、自立に向け

た支援の充実を図ります。 

（５）ＤＶ被害者の自立に向け、女性保護施設の活用について、神奈川県と連携し 



 

21 
 

ていきます。 

 

1４ 住居の確保に向けた支援 

（１）被害者が安心して生活できる住居の確保について、情報を収集・提供し、自 

立を支援します。 

（２）一時保護施設退所後等の居住場所として、「配偶者からの暴力被害者の市営住

宅への一時使用に関する要綱」に基づき、市営住宅への住居設定にかかる支

援を行います。 

（３）居住支援制度を活用し、被害者の民間賃貸住宅についての入居機会の確保を

支援します。 

 

  1５ 就労の支援 

（１）被害者の状況に応じた就職や転職のための相談や、就労のための講座などの

事業を実施します。 

（２）公共職業安定所や職業訓練制度など就労支援に関する情報を収集し、被害者

に提供します。 

（３）ひとり親家庭を対象とした職業訓練や生活保護を受給している被害者のため

の就労支援を実施します。 

 

1６ 経済的な支援 

（１）経済的な自立に向けた支援に関する情報を収集し、制度の内容や手続きをわ

かりやすく、被害者に説明します。 

（２）必要に応じて、母子父子寡婦福祉資金貸付事業12や生活保護の円滑な運用を行

います。 

 

1７ 各種制度の活用への支援 

（１）住民基本台帳、健康保険、年金、生活保護及び児童扶養手当等の諸制度の手

続きの円滑な運用に向けた支援を行います。 

（２）各種手続きに必要な証明書を発行します。 

（３）法的対応にかかる支援について、弁護士会等との連携を強化し、被害者に法

律相談や日本司法支援センター（法テラス）13等の情報提供を行います。 

（４）住民基本台帳の閲覧等の制限について、職員に対する研修等を行うとともに、

制度を適切に運用します。 

                                                   
12  母子父子寡婦福祉資金貸付事業 
  母子家庭（配偶者のない女性と 20 歳未満の児童で構成される世帯）の母子、父子家庭（配偶者のない男性と 20 歳未

満の児童で構成される世帯）の父子、寡婦（配偶者のない女性でかつて母子家庭の母であった方）を対象とした、自

立支援のための貸付事業。 
13 日本司法支援センター（法テラス） 
 総合法律支援法に基づき、設立された公的な法人。 
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１８ 自立のための心のケア  

（１）心のケアが特に必要な被害者に対しては、心のケアについて相談やカウンセ

リングが受けられる機関について情報提供を行います。 

（２）サポートグループ相談の実施や自助グループの活動支援などを通じ、被害者

の居場所づくりと心のケアに努めます。 

（３）一時保護施設に入居している被害者の心情と安全に配慮し、被害者の個々の

状況を踏まえてニーズを把握し、一時保護施設、神奈川県等と連携して、被

害者の立場に立った支援方針を決定し支援に取り組みます。【再掲：基本目標

Ⅰ-施策目標４-施策７（3）】 

 

１９ 地域における支援 

（１）被害者が新たな地域で自立した生活を始める場合は、被害者の意向を確認し、

従前の地域での支援が引き継がれるように努めます。 

（２）地域で生活する被害者とその子どもが、地域の中で孤立することがないよう、

関係機関と連携し、継続的な支援を行います。 

（３）サポートグループ相談の実施や自助グループの活動支援などを通じ、被害者

の居場所づくりと心のケアに努めます。【再掲：基本目標Ⅱ-施策目標７-施策

１８（2）】 

 

 

施策目標８ 子どもの健やかな成長への支援 

 
【現状と課題】 

本市のＤＶ防止法に基づく一時保護件数は、ここ数年50件前後で推移していますが、

その6割以上が子どもを伴った保護となっています。「児童虐待の防止等に関する法律」

では、子どもが同居する家庭において配偶者に対し暴力をふるう等の行為も児童への虐

待であるとされているように、ＤＶを身近に見てきた子どもたちは、身体に暴力を受け

ていなくてもさまざまな心の傷を抱えており、その心理的影響を考慮して、子どもたち

の心のケアを充実させていくことが必要です。 

被害者と子どもの安全を確保し、自立を促進するためには、子どもの就学や保育は極

めて重要で、関係機関が十分な連携をとって組織的な対応を図っていくことが求められ

ます。 

 

【施策】 

2０ 子どもの心のケア 

（１）ＤＶは児童虐待と密接に関係しているため、児童相談所をはじめ、子どもに

対応する関係機関は連携を一層密にし、被害者の状況と子どもの状況につい
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て十分把握し、子どもの心のケアと親子関係の再構築について継続的な支援

を行います。 

（２）地域で生活する被害者とその子どもが、地域の中で孤立することがないよう、 

関係機関と連携し、継続的な支援を行います。【再掲：基本目標Ⅱ-施策目標

7-施策 19（2）】 

 

2１ 就学支援と安全の確保 

（１）被害者の子どもの転出入などの手続きや授業料の免除制度などの活用につい

て、情報の提供と円滑な対応に努めます。 

（２）被害者とその子どもの置かれた状況について正しく理解し、適切な情報管理

を行い、子どもの安全確保と守秘義務が徹底されるよう関係機関へ協力を要

請します。 

（３）学校職員、保育士及び幼稚園の関係者等に対する研修を通じて、ＤＶについ

ての正しい理解を促進します。【再掲：基本目標Ⅰ-施策目標６-施策 12（5）】 
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基本目標Ⅲ ＤＶに関する関係機関・民間団体との連携・協力 

 

ＤＶ防止と被害者支援の施策を推進していくため、国、県及び市の関係機関や民間団

体等との連携を進めます。特に、神奈川県では、被害者の支援やＤＶ防止に取り組む民

間団体の活動が活発であることから、こうした民間団体と連携・協力を図ります。 

また、関係機関や民間団体と定期的に意見交換を行い、施策や事業に反映します。 

 

施策目標９ 関係機関・民間団体相互の連携 

 

【現状と課題】 

本市では、ＤＶ被害者支援にかかわる複数の会議を見直して、平成 22（2010）年度

に「川崎市ＤＶ被害者支援対策推進会議」を設置し、国、神奈川県、警察、市の関係部

署及び医師会、弁護士会、民間団体などの関係機関・団体との連携の強化に努めていま

す。 

ＤＶ被害者の支援には、その発見から自立に向けた支援まで、被害者を市外施設で保

護するなどの市域を超えた広域的な支援や、段階に応じたさまざまな支援が必要であり、

切れ目のない支援を行うためには、支援にかかわる機関の連携が重要です。 

そのため、ＤＶ相談支援センターが中心となって、ＤＶ対策に係る関係機関の連携体

制の検討・調整を行い、今後も緊密な連携を図りながら、施策をより効果的に推進して

いくことが必要です。 

 

【施策】 

2２ 関係機関の支援ネットワークの充実 

（１）ＤＶ相談支援センター（こども本部）は、自治体間や関係機関等との連携を

強化し、迅速かつ適切な支援が行えるよう、連携体制や安全な情報共有の仕

組み等について、検討・調整します。 

（２）「川崎市ＤＶ被害者支援対策推進会議」を開催し、関係機関が相互理解と共

通認識のもと、効果的な支援のために円滑な連携ができるよう努めます。 

（３）ＤＶ被害者に対する相談支援等を行う関係機関会議を開催し、相談支援や自

立支援の充実に向けた連携を進めます。また、神奈川県による関係者会議に

参加するなど、県内での連携を強めます。 

（４）被害者の支援にあたっては、必要に応じて、市外の施設を活用するなど、広

域連携に努めます。 

（５）被害者が新たな地域で自立した生活を始める場合は、被害者の意向を確認し、

従前の地域での支援が引き継がれるように努めます。【再掲：基本目標Ⅱ-施

策目標 7-施策 19（1）】 
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施策目標１０ 民間団体との連携・協力の促進 

 

【現状と課題】 

被害者の相談、一時保護、自立支援については、ＤＶ問題に取り組む民間団体が大き

な役割を担っており、現在も、民間団体、県、市が連携・協力して被害者支援に取り組

んでいます。また、ＤＶ防止に向けた取組についても、民間団体と連携・協力しながら

進めています。 

今後も、民間団体が持つ専門性や柔軟な対応力などを生かしＤＶ防止や被害者支援を

充実していくことが求められており、民間団体の取組を支援するとともに、定期的に意

見交換を行い、施策や事業に反映していくことが重要です。 

 

【施策】  

2３ 県内一時保護施設との連携強化 

（１）県内の一時保護施設と定期的な意見交換を行うことができる場を設定し、情

報共有に努め、連携の強化を図ります。 

（２）一時保護施設のスタッフへの研修・講座の開催やＤＶに関する制度について

の情報提供を細やかに行います。 

（３）職員への研修資料や市民啓発資料等の作成にあたっては、民間団体に蓄積さ

れた被害者支援の知識や情報等を踏まえて作成します。 

 

2４ 市内一時保護施設への支援 

（１）市内で一時保護施設を運営する民間団体が安定的、継続的に活動できるよう、

支援します。 

（２）一時保護施設のスタッフへの研修・講座の開催やＤＶに関する制度について

の情報提供を細やかに行います。【再掲：基本目標Ⅲ-施策目標 10-施策 23

（2）】 

 

2５ 民間団体の活動への支援 

（１）ＤＶ被害者支援のための知識や経験を有し、相談や自立支援、啓発活動等を

行う民間団体の取組を支援します。 

（２）民間団体の被害者支援活動やＤＶ防止活動等との連携や協働に努めます。 
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基本目標Ⅳ DV を許さない社会づくりの推進 

 

ＤＶをなくし、暴力防止への理解を広く市民に促すためには、さまざまな機会をとらえ

て幅広い普及啓発を行う必要があります。また、家庭や地域、学校等において、命の大切

さや人を思いやる心を養う教育を行い、お互いを尊重し、DV を許さない社会づくりを進め

ていくことが重要です。 

 

施策目標１１  ＤＶに関する理解を深めるための普及啓発や教育 

 

【現状と課題】 

配偶者等からの暴力を未然に防ぎ、ＤＶを許さない社会の実現のためには、ＤＶは犯

罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるということを、普及啓発していくことが必

要です。本市では、被害者支援とともに、ＤＶ防止の取組として、啓発資料の作成・配

布、講座の開催等を行っています。 

平成 25（2013）年度に、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者

についても、ＤＶ防止法の適用対象となる法改正が行われました。本市の保健福祉セン

ター等の相談窓口における交際相手からの暴力（いわゆるデートＤＶ）相談件数も、こ

の 3 年間増加傾向にあります。若い世代に対して、男女の人権を尊重し、ＤＶに対する

正しい理解を図るための教育や啓発を行う必要があります。 

また、ＤＶ被害者の中には、加害者への恐怖感などから支援を求められない人や、自

分が被害者であると気づかないまま暴力を受けつづける人がいます。ＤＶは、身体的暴

力だけでなく精神的、性的、経済的、社会的な内容も含めた暴力行為であるということ

を周知するとともに、相談窓口の一層の周知及び適切な支援内容等の情報提供が求めら

れます。 

 

【施策】 

2６ 市における普及啓発の推進 

（１）民間団体と連携・協力しながらＤＶ関連講座やセミナー等を開催し、広く市

民への啓発を進め、ＤＶ防止のための取組を推進します。 

（２）相談窓口の情報を掲載したカードやパンフレットを作成・配布し、相談窓口

のより一層の周知に努めます。【再掲：基本目標Ⅰ-施策目標 3-施策 4（1）】 

（３）ホームページや広報誌等でＤＶ防止や相談窓口の広報・啓発活動を推進しま

す。【再掲：基本目標Ⅰ-施策目標 3-施策 4（2）】 

（４）地域において福祉活動に取り組んでいる民生委員児童委員に対し、ＤＶ対策   

   についての理解と協力を求めていきます。 
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  2７ 暴力を許さない教育の推進 

（１）保育園、幼稚園などの乳幼児期から小学校以降の学校教育の各段階において、 

      暴力を許さない教育や、男女平等観に基づいた一人ひとりを大切にする教育等 

  の人権に関する教育の一層の推進を図ります。あわせて、保育士や教職員等へ 

の意識啓発を行います。 

 

２８ デートＤＶ防止対策の実施 

（１）関係機関等と連携したデートＤＶに関するワークショップの実施など、若年

層に向けた予防啓発を推進します。 

 

 

施策目標１２  ＤＶ防止に向けた調査研究と男性相談 

   

【現状と課題】 

ＤＶ対策にはＤＶを生み出す背景や原因、ＤＶに関する実態を調査分析し、ＤＶの防 

止や被害者支援に係る施策の検討が必要です。 

ＤＶや介護・育児の悩みなど女性相談に寄せられる問題の解決には、女性だけでなく、 

男性の意識啓発や問題解決が必要です。また、男性も夫婦間や職場における悩みなどさ

まざまな問題を抱えています。今後、男性のさまざまな問題について相談できる窓口機

能を整備し、助言及び情報提供を行っていくことで問題整理に向けた支援を行い、最終

的には相談者が自分自身で問題解決に向けた行動がとれるようにしていくことが必要で

す。こうした取組は、ＤＶの予防にもつながっていくと考えます。 

さらに、重大な暴力被害を未然に防ぐため、加害者への対策も課題となっていますが、

加害者への対応については、未解明な部分が多く、国においても引き続き調査研究の推

進に努めるとしています。本市においても、国の調査研究についての情報収集等を行い、

加害者対策に関する検討を進めていくことが必要です。 

 

【施策】 

２９ ＤＶに関する調査研究 

（１） 相談事例を分析するなど、被害の実態や自立支援に関する状況把握に努めま

す。 

（２） 加害者対策のための国の調査研究、他自治体の取組、民間団体の取組につい

て調査、情報収集するとともに、加害者対策のあり方について検討します。 

 

3０ 男性総合相談の実施 

（１） 男性のさまざまな問題について、相談できる電話相談窓口を設置し、適切な
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助言や情報提供をすることにより、男女共同参画の視点に立った男性の意識

啓発や問題解決を図ります。 
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Ⅴ 計画の推進と数値目標 

 

 川崎市ＤＶ防止・被害者支援基本計画を推進していくため、以下のような推進体制に 

より取組を進めるとともに、進行管理を行っていきます。 

 

１ 推進体制 

  関係機関や民間団体等と連携・協力して、計画に基づく取組を進めていきます。 

 （１）川崎市男女平等推進審議会 

    市の附属機関として、ＤＶに係る施策の推進に関する事項等について調査審議

します。 

 （２）川崎市ＤＶ被害者支援対策推進会議 

    弁護士会、医師会、人権擁護委員協議会、民間団体、国や神奈川県及び市の関

係部署等の関係機関が意見交換を行いながら計画を推進します。 

（３）民間団体との連携 

     本市は、民間団体との連携・協力によって被害者支援を進めてきました。今後 

も、民間団体の持つ豊富な知識や情報を生かしながら計画を推進していくため、

定期的に意見交換を行い、計画を推進します。 

（４）神奈川県との連携 

   推進会議等を活用しながら連携を強化し、計画を推進します。 

 

２ 計画の進行管理 

本計画の点検・評価は「川崎市男女平等推進行動計画」と連動し、男女平等推進施

策の実施状況とともに公表します。 

また、毎年度、庁内関係部署で構成される「ＤＶ対策庁内部会」において、施策の

取組状況について報告し、進捗状況や課題を共有します。 

 

 ３ 数値目標 

   本計画を着実に推進していくため、次のとおり数値目標を設定します。 

項目 現状値【年度】14 目標値【目標年度】 

夫婦間における「平

手で打つ」、「殴るふ

りをしておどす」を

暴力として認識する

人の割合 

「平手で打つ」 

72.8％【平成 26(2014)年度】 

「殴るふりをしておどす」 

62.3％【平成 26(2014)年度】

100％に近づける 

【平成 30(2018)年度】

DV 被害にあった際

に、どこ（だれ）に

も相談しなかった人

の割合 

57.4％【平成 26(2014)年度】
半減させる 

【平成 30(2018)年度】

                                                   
14 現状値は、平成 26(2014)年度に実施した「かわさきの男女共同参画に関するアンケート」結果からの数値。 
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参 考 資 料 １ 

 

被害者等 

保健福祉センター及

び地区健康福祉ステ

ーション 

（相談・支援機能） 

 

・相談 

 

・福祉的支援調整 

こども本部 

（連絡・調整機能） 

（企画・立案機能） 

 

・情報収集と提供 

・連絡・調整 

・企画・立案 

 

・職務関係者への研修 

等の実施 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神奈川県配偶者

暴力相談支援セ

ンター 

 

 

一時保護施設 

ＤＶ総合相談窓口機能 
【平成 28(2016)年度以降早期整備予定】

相談

川崎市ＤＶ相談支援センター機能 

相談・通報
相談 相談 助言 

情報提供 

警察 

相談・通報 

  市 県・警察 
民間団体等 

民間団体等 

相互連携 

  国 

川崎市ＤＶ被害者支援対策推進会議 

人権オンブズ
パーソン 

・相談 

男女共同参画
センター 
 

・相談 

 
防止・啓発 

計画期間におけるＤＶ対策の総合的な推進 

一時保護 

相談・通報 
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参 考 資 料 ２  

 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

（平成十三年法律第三十一号） 

最終改正：平成二十六年法律第二十八号 

目次 

前文 

第一章総則（第一条・第二条） 

第一章の二基本方針及び都道府県基本計画等（第二条の二・第二条の三） 

第二章配偶者暴力相談支援センター等（第三条―第五条） 

第三章被害者の保護（第六条―第九条の二） 

第四章保護命令（第十条―第二十二条） 

第五章雑則（第二十三条―第二十八条） 

第五章の二補則（第二十八条の二） 

第六章罰則（第二十九条・第三十条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の

実現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、

被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場

合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害

し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止

し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶

しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対す

る不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心

身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と

総称する。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はそ

の婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴

力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、

事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援するこ

とを含め、その適切な保護を図る責務を有する。 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 
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第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五

項において「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に

関する基本的な方針（以下この条並びに次条第一項及び第三項において「基本方針」という。）を

定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の

市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関

の長に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」

という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、

当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的

な計画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために

必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 

 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設

が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センタ

ーとしての機能を果たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる

業務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機

関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行う

こと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、

第六号、第五条及び第八条の三において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を行

うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制

度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 
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五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他

の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整そ

の他の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者

に委託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。 

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。 

 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この

章において同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警

察官に通報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾

病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官

に通報することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、

前二項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾

病にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の

利用について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応

じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容につ

いて説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法（昭和二

十九年法律第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令の定

めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止す

るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面に

ついては、方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受

けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があ

り、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員

会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者からの暴力

による被害の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所（次条におい

て「福祉事務所」という。）は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）、児童福祉法（昭

和二十二年法律第百六十四号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）
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その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努め

なければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関

その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連

携を図りながら協力するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申

出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

 

第四章 保護命令 

（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に

対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に限る。以

下この章において同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては配

偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚

をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身

体に対する暴力。第十二条第一項第二号において同じ。）により、配偶者からの生命等に対する脅

迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対

する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配

偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。同号において同じ。）により、その生命又

は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命

又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又

は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっ

ては、当該配偶者であった者。以下この条、同項第三号及び第四号並びに第十八条第一項において

同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。ただし、第二号に掲げる事項につい

ては、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠とし

ている住居を除く。以下この号において同じ。）その他の場所において被害者の身辺につきまと

い、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこ

と。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去

すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判

所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配

偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六

月を経過する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを

命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファク

シミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ

装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知
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り得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心

を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項並び

に第十二条第一項第三号において単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者が幼

年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその

同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると

認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立

てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の

効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日まで

の間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同

じ。）、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学

する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。

ただし、当該子が十五歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密

接な関係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及

び次項並びに第十二条第一項第四号において「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野

又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者

と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、第一項第一号の

規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に

危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規

定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該親族等の住居（当該

配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場所におい

て当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の

付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）の

同意（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同

意）がある場合に限り、することができる。 

（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所がな

いとき又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもするこ

とができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、

次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶

者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認

めるに足りる申立ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子

に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があ

ると認めるに足りる申立ての時における事情 
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四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に関して

配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認め

るに足りる申立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、

又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がない場

合には、申立書には、同項第一号から第四号までに掲げる事項についての申立人の供述を記載した

書面で公証人法（明治四十一年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを添付

しなければならない。 

（迅速な裁判） 

第十三条  裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これ

を発することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達するこ

とができない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当

該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若しくは保

護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとす

る。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速やか

に応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署

の長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定

により書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論

を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日に

おける言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居

所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又

は援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一項第五号イ

からニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及

びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称が

記載された配偶者暴力相談支援センターが二以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相

談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知す

るものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があること
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につき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を

生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間

は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合において、同

条第二項から第四項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の

停止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り消す場合において、同条第二項から第

四項までの規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなけれ

ばならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しくは第四項の規定によ

りその効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速や

かに、その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとす

る。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合に

ついて準用する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、

当該保護命令を取り消さなければならない。第十条第一項第一号又は第二項から第四項までの規定

による命令にあっては同号の規定による命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した後にお

いて、同条第一項第二号の規定による命令にあっては当該命令が効力を生じた日から起算して二週

間を経過した後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立

てをした者に異議がないことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による命令を発した裁判所が前項の規定により

当該命令を取り消す場合について準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合について準用する。 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令の申立ての理

由となった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定による

命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居

しようとする被害者がその責めに帰することのできない事由により当該発せられた命令の効力が生

ずる日から起算して二月を経過する日までに当該住居からの転居を完了することができないことそ

の他の同号の規定による命令を再度発する必要があると認めるべき事情があるときに限り、当該命

令を発するものとする。ただし、当該命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障

を生ずると認めるときは、当該命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の

部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに第十八条第

一項本文の事情」と、同項第五号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げ

る事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同条第二項中「同項第一号から第四号までに掲げる

事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若し

くは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求するこ

とができる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び

出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りで

ない。 
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（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人が

その職務を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又はその支

局に勤務する法務事務官に第十二条第二項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合

を含む。）の認証を行わせることができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質

に反しない限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定を準用する。 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所

規則で定める。 

 

 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項にお

いて「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれて

いる環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安

全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する

理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教

育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害

者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推

進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を

行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号に

掲げる費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護（同条第四項に規定する厚生労

働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委

託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなけ

ればならない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用の

うち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。 
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一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの 

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 

第五章の二補則 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関

係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手からの

暴力（当該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対

する暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合にあっては、当該関係にあった者から

引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者について準用する。この場

合において、これらの規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第二十八条の二に規定する関係に

ある相手からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

第二条 被害者 被害者（第二十八条の二に規定する

関係にある相手からの暴力を受けた

者をいう。以下同じ。） 

第六条第一項 配偶者又は配偶者であ

った者 

同条に規定する関係にある相手又は

同条に規定する関係にある相手であ

った者 

第十条第一項から第四項まで、

第十一条第二項第二号、第十二

条第一項第一号から第四号ま

で及び第十八条第一項 

配偶者 二十八条の二に規定する関係にある

相手 

第十条第一項 離婚をし、又はその婚姻

が取り消された場合 

第二十八条の二に規定する関係を解

消した場合 

 

第六章 罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用する第十条第一項から第四項までの規定による

ものを含む。次条において同じ。）に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す

る。 

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第

二十八条の二において読み替えて準用する第十二条第一項（第二十八条の二において準用する第十

八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により記載すべき事項について

虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、十万円以下の過料に処する。 

附則〔抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第二章、第六

条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相談支援セ

ンターに係る部分に限る。）、第二十七条及び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日から施行

する。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に

関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立てに

係る事件に関する第十二条第一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項の規定の適用については、

これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。 
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（検討） 

第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を

勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

 

附則〔平成十六年法律第六十四号〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律（次項において「旧法」という。）第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規

定による命令に関する事件については、なお従前の例による。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身体に対

する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律によ

る改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「新法」という。）第十

条第一項第二号の規定による命令の申立て（この法律の施行後最初にされるものに限る。）があっ

た場合における新法第十八条第一項の規定の適用については、同項中「二月」とあるのは、「二週

間」とする。 

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、

検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

 

附則〔平成十九年法律第百十三号〕〔抄〕 

（施行期日） 

第一条この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件について

は、なお従前の例による。 

 

附則〔平成二十五年法律第七十二号〕〔抄〕 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 
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参 考 資 料 ３ 

 

男女平等かわさき条例 

平成 13年６月 29日条例第 14号 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条～第７条） 

第２章 基本施策等（第８条～第 15条） 

第３章 拠点施設（第 16条） 

第４章 男女平等推進審議会（第 17条） 
第５章 雑則（第 18条） 

附則 

川崎市においては、男女平等の実現に向けて、国内外の動向を考慮しつつ、地域の実情に応じた様々

な取組を進めてきた。 

しかしながら、今なお、様々な分野において男性を中心とする意識、性別による固定的な役割分担

等が存在し、男女の自立、特に女性の社会的及び経済的自立が阻まれている。 

このような状況を踏まえ、市、市民及び事業者が相互に協力しながら、それぞれの役割を積極的に

果たして男女平等を一層推進していく必要がある。 

男女があらゆる場において男女平等にかかわる人権の侵害を受けることがなく、自立することがで

き、共に働き、学び、及び生活することができる快適で平和な男女共同参画社会としての男女平等の

まち・かわさきを創造していくため、この条例を制定する。       

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、男女平等の推進に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の役割を明

らかにするほか、必要な事項を定めることにより、男女平等を総合的かつ計画的に推進し、もって市、

市民及び事業者の協働による男女共同参画社会の形成に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 男女平等は、次の基本理念にのっとり、その推進が図られなければならない。 

(１) 男女が共に職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる場（以下「あらゆる場」という。）に

おいて、個人として自立し、自由に生き方を選ぶとともに、多様な生き方及び個性を互いに尊重し、

責任を分かち合うこと。 

(２) 男女が共にあらゆる場において、社会における制度、慣行、意識等に起因する性別による差別的取

扱いを受けることがなく、人権が尊重されること。 

(３) 社会のあらゆる分野における立案、決定その他の活動に男女が平等に参画する機会を確保し、個人

が本来持っている能力を十分に発揮すること。 

(４) 男女が等しく政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができること。 

(５) 地域社会を構成するすべての者が、自らの意思と相互の協力により、積極的に男女平等を推進し、

生活する者にとって快適な生活優先型社会を創造すること。 
（市の役割） 

第３条 市は、男女平等を阻害する要因を解消するよう努め、男女のいずれかの参画が十分になされて

いない場における男女の平等な参画の機会の確保（以下「男女の平等な参画の機会の確保」という。）

に取り組むほか、あらゆる施策において男女平等が図られるよう男女平等を総合的かつ計画的に推進

する役割を担うものとする。 

（市民の役割） 
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第４条 市民は、男女平等を阻害する要因を解消するよう努め、男女の平等な参画の機会の確保に取り

組み、及び市の実施する男女平等を推進するための施策（以下「男女平等施策」という。）に協力する

役割を担うものとする。 

（事業者の役割） 

第５条 事業者は、その事業活動において、男女平等を阻害する要因を解消するよう努め、男女の平等

な参画の機会の確保、育児、介護等の家庭生活と職業生活が両立できるようにするための支援等に取

り組み、及び市の実施する男女平等施策に協力する役割を担うものとする。 

（男女平等にかかわる人権侵害の禁止） 

第６条 何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱い、性的な言動に対する相手の対応によ

り当該相手に不利益を与え、又は性的な言動により相手の生活の環境を害する行為、配偶者等に対す

る著しい身体的又は精神的苦痛を与える暴力的行為等の男女平等にかかわる人権の侵害（以下「男女

平等にかかわる人権侵害」という。）を行ってはならない。 

（男女平等にかかわる人権侵害に対する相談及び救済） 

第７条 川崎市人権オンブズパーソン条例（平成 13年川崎市条例第 19号）第 12条第１項に規定する市

民等は、川崎市人権オンブズパーソンに対し、男女平等にかかわる人権侵害について相談し、又は男

女平等にかかわる人権侵害からの救済を求めることができる。 

２ 市は、川崎市人権オンブズパーソンによるもののほか、男女平等にかかわる人権侵害に関する相談

又は救済については、関係機関、関係団体等との連携を図るとともに男女平等にかかわる人権侵害を

受けた者の立場に配慮した対応に努めるものとする。 

第２章 基本施策等 

（行動計画） 

第８条 市は、男女平等施策その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる川崎市

男女平等推進行動計画（以下「行動計画」という。）を策定するものとする。 

２ 市長は、行動計画を策定する場合は、あらかじめ、川崎市男女平等推進審議会の意見を聴くととも

に、市民及び事業者の意見を反映させるよう努めるものとする。 

３ 市長は、行動計画を策定したときは、これを公表するものとする。 

４ 前２項の規定は、行動計画の変更について準用する。 

（年次報告） 

第９条 市長は、行動計画に基づいた施策の実施状況について年次報告書を作成し、これを公表するも

のとする。 

（参画の機会を積極的に提供する施策の推進） 

第 10条 市は、社会のあらゆる分野における活動への参画の機会に係る男女間の格差の是正を図るため、

必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し当該機会を積極的に提供する施策を推進するもの

とする。 

（学習等のための支援） 

第 11条 市は、学校教育、家庭教育その他社会における教育において行われる男女平等に関する学習等

のために必要な支援に努めるものとする。 

（関係団体への支援） 
第 12条 市は、男女平等を推進する活動を行う関係団体の自主性及び主体性を尊重しつつ、当該活動に

ついて必要な支援に努めるものとする。 

（情報の収集及び調査研究） 

第 13条 市は、男女平等に関する情報の収集及び調査研究を行うものとする。 

（広報活動等） 

第 14条 市は、男女平等に関する理解の促進を図るため、広報活動を行うとともに、市民及び事業者に
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対する普及啓発及び必要な情報の提供に努めるものとする。 

（推進体制等） 

第 15条 市は、男女平等を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制を整備するものとする。 

２ 市は、男女平等の推進に当たっては、市民、事業者、関係機関、関係団体等との有機的な連携に努

めるものとする。 

第３章 拠点施設 

（拠点施設） 

第 16条 市は、川崎市男女共同参画センターを拠点として、男女平等施策を推進するものとする。 

第４章 男女平等推進審議会 

（男女平等推進審議会） 
第 17条 第８条第２項に定めるもののほか男女平等の推進に関する重要事項について、市長の諮問に応

じ、調査審議するため、川崎市男女平等推進審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、委員 13人以内で組織する。 

３ 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の 10分の４未満であってはならない。 

４ 委員は、市民、事業者、関係団体の代表者及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。 

５ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 委員は、再任されることができる。 

７ 第４項の委員のほか、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置く

ことができる。 

８ 委員及び臨時委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同

様とする。 

９ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

第５章 雑則 

（委任） 

第 18条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、平成 13年 10月１日から施行する。ただし、第７条の規定は、市長が定める日から施

行する。（平成 14年３月 29日規則第 32号で平成 14年５月１日から施行） 
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参 考 資 料 ４ 

 

川崎市男女平等推進審議会規則 

平成 13年９月 28日規則第 83号 

改正 

平成 20年３月 31日規則第 16号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、男女平等かわさき条例（平成 13年川崎市条例第 14号）第 17条第９項の規定に基

づき、川崎市 男女平等推進審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定め

るものとする。 
（委員） 

第２条 市民のうちから委嘱される委員は、公募によるものとする。 

（会長及び副会長） 

第３条 審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 審議会は会長は招集し、会長はその会議の議長となる。 

２ 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことがで

きない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数の

ときは、議長の決するところによる。 

（関係者の出席） 

第５条 審議会は、その調査審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意

見を聴くことができる。 

（部会） 

第６条 審議会は、必要に応じ部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長１人を置き、部会に属する委員及び臨時委員の互選により定める。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の審議の経過及び結果を審議会に報告するものとする。 

５ 部会の会議については、前２条の規定を準用する。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、市民・こども局において処理する。 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審

議会に諮って定める。 

附 則 

この規則は、平成 13年 10月１日から施行する。 
附 則（平成 20年３月 31日規則第 16号抄） 

この規則は、平成 20年４月１日から施行する。 
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参 考 資 料 ５ 

 

川崎市ＤＶ被害者支援対策推進会議要綱 

 

（目的及び設置） 

第１条  本市において、配偶者等からの暴力（以下、「ＤＶ」という。）の防止及び被害者支援の

ための関係機関の円滑な連携と施策の総合的な推進を図ることを目的として、川崎市ＤＶ被害者

支援対策推進会議（以下、「推進会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 推進会議は、次の事項を所掌する。 

(１) 川崎市ＤＶ防止・被害者支援基本計画に関すること。 

(２) ＤＶに係る被害者等の相談、一時保護及び自立支援に関すること。 

(３) ＤＶに係る被害の防止に関すること。 

(４) ＤＶに関する研修及び啓発に関すること。 

(５) 関係機関の連携のあり方に関すること。 

(６) その他ＤＶ被害者支援対策に関し必要と認められること。 

（委員） 

第３条  推進会議は、議長及び別表に掲げる関係機関等から推薦された者をもって構成する。 

（議長） 

第４条  議長は、市民・こども局こども本部児童家庭支援・虐待対策室長をもって充てる。 

２ 議長は、推進会議の事務を総理し、推進会議を代表する。 

３ 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名したものがその職務を代行する。 

（会議） 

第５条 推進会議は、議長が必要に応じて招集する。 

２ 委員が出席できないときは、当該委員の指名する者が代理して出席することができる。 

３ 議長は、必要があると認めるときは、学識経験者等に出席を求め、その意見を聞くことがで

きる。 

（部会） 

第６条 推進会議は部会を設置することができる。 

（庶務） 

第７条  推進会議の庶務は、市民・こども局こども本部児童家庭支援・虐待対策室において処理

する。 

（委任） 

第８条  この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は議長が推進会議に

諮って定める。 

附則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

（川崎市配偶者からの暴力対策関係機関等連絡会議要綱の廃止） 

２ 川崎市配偶者からの暴力対策関係機関等連絡会議要綱（平成 16年 12月 24日）は、廃止する。 

（川崎市女性への暴力相談等関係機関連絡会要綱の廃止） 

３ 川崎市女性への暴力相談等関係機関連絡会要綱（平成 18 年 11 月 1 日）は、廃止する。（川

崎市ＤＶ防止及び被害者支援庁内連絡会議設置要綱の廃止） 

４ 川崎市ＤＶ防止及び被害者支援庁内連絡会議設置要綱（平成 20 年 3 月 14 日）は、

廃止する。 
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附則 

この要綱は、平成２２年１２月２２日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

別表 川崎市ＤＶ被害者支援対策推進会議構成（第３条関係） 

 

１ 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ オブザーバー 

 

 

区 分 所 属 

関係機関 横浜弁護士会川崎支部 

公益社団法人川崎市医師会 

川崎人権擁護委員協議会 

民間団体代表 

国 横浜地方法務局川崎支局総務課 

神奈川県 神奈川県立女性相談所 

神奈川県立かながわ男女共同参画センター 

神奈川県警察本部生活安全総務課 

川崎市 

 

 

市民・こども局こども本部児童家庭支援・虐待対策室 

市民・こども局人権・男女共同参画室 

市民・こども局こども本部こども家庭センター 

市民・こども局こども本部中部児童相談所 

市民・こども局こども本部北部児童相談所 

川崎区役所保健福祉センター 

大師地区健康福祉ステーション 

田島地区健康福祉ステーション 

幸区役所保健福祉センター  

中原区役所保健福祉センター 

高津区役所保健福祉センター 

宮前区役所保健福祉センター 

多摩区役所保健福祉センター 

麻生区役所保健福祉センター 

市民オンブズマン事務局人権オンブズパーソン担当 

教育委員会事務局総務部人権・共生教育担当 

教育委員会事務局総合教育センター 

区 分 所 属 

神奈川県 神奈川県人権男女共同参画課 
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